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1 1 (1) ① 1

幼稚園、保育
所、児童館、学
童保育所等職員
の男女共同参画
についての意識
づくり

　幼稚園、保育所の職員に対し様々な方法で男
女共同参画に関する意識啓発を行うことによ
り、職員の男女共同参画に関する理解を深め
る。
　また、保育所自己評価において男女平等意
識の確認を行う。（公立）

　公立保育園の園長会を通じ、日頃の園運営の中
で公立保育園職員への男女共同参画に関する意
識啓発の実施を依頼し、男女共同参画に関する理
解の促進に努めた。また、「性差への先入観によ
る観念や役割分業意識を植え付けないように保育
の中で配慮する。」ことを公立保育園の自己評価
項目に設定し、男女平等意識の確認をおこなっ
た。

私立保育園に対し、機会をと
らえて、男女共同参画に関す
る研修やパンフレットについ
て周知した。

B 継続 -

　公立保育園の園長会において、
男女共同参画課が主催する研修会
等の周知をし、参加率を高める等、
男女共同参画に関する理解の促進
に努める。

　幼稚園、保育所の職員に対し様々な方法で男
女共同参画に関する意識啓発を行うことによ
り、職員の男女共同参画に関する理解を深め
る。
また、保育所自己評価において男女平等意識
の確認を行う。（公立）

保育幼稚園課

2 1 (1) ① 1

幼稚園、保育
所、児童館、学
童保育所等職員
の男女共同参画
についての意識
づくり

　児童館、学童保育所職員に対し男女共同参
画に関する意識啓発を行う。

①児童館職員に適宜、男女共同参画に関する
理解を深めるための研修を実施する。
②学童保育所指定管理者に対し、業務仕様書
で男女雇用機会均等法等に基づき業務をする
よう定め、職員へ意識啓発を促す。また、学童
保育所指導員に対し理解を深めるための研修
を実施する。

　児童館、学童保育所職員に対し男女共同参画に
関する意識啓発を行った。
①児童館長に対し、男女共同参画に関する理解を
深めるための研修を実施した（13人参加）。なお、
館長より各職員へ意識啓発を促した。
②学童保育所指定管理者に対し、業務仕様書で
男女雇用機会均等法等に基づき業務をするよう定
め、職員へ意識啓発を促した。また、学童保育所
指導員に対し理解を深めるための研修を実施し
た。

- B 継続 -

　児童館、学童保育所職員に対し、
男女共同参画に関する理解を深め
るための研修を継続して実施する
ことで、男女平等と男女共同参画
の意識づくりに寄与する。

　児童館、学童保育所職員に対し、男女共同参
画に関する理解を深めるための研修を継続し
て実施する。

児童青少年課

3 1 (1) ② 2
教職員の男女共
同参画について
の意識づくり

　学校における男女共同参画の推進を図り、男
女平等の視点に立った教育を推進するため、
学校長を始めとする教職員が男女共同参画の
理念を深く理解し、男女共同参画意識を高める
ことができるよう、研修を充実させる。

　【主な働きかけ】
・夏季教員研修、各職層研修等において、人権
の尊重、男女の平等、性的マイノリティ、相互理
解・協力についての指導の充実を目指した研修
を計画、実施する。
・男女共同参画の理念、ジェンダー（社会的性
差）の定義や規定についての教職員研修を複
数回実施する。

　各種職層研修において、男女共同参画の重要性
について、継続的に指導を行った。
【主な働きかけ】
・夏季教員研修において、「人権と課題「女性」「子
ども」中心に」についての研修を行った。
・各職層研修等において、人権の尊重、男女の平
等など、相互理解・協力についての指導の充実を
目指した研修を実施した。

- B 継続 -

　教員に対して、男女共同参画をは
じめとした人権意識は指導者として
常にもち続けることが大切である。
そのため、研修を通して計画的に
意識を育成していきたいと考える。
・人権教育推進委員会において人
権課題「女性」「子ども」を取り上げ
るとともに、各職層研修においても
取り上げることで、教員の意識の向
上を図る。
・より多くの研修において、男女共
同参画について取り上げ、教員の
意識の向上を図る。

　各種職層研修において、男女共同参画の重
要性について、継続的に指導を行う。
【主な働きかけ】
・夏季教員研修において、「人権と課題「女性」
「子ども」中心に」についての研修を行う。
・各職層研修等において、人権の尊重、男女の
平等など、相互理解・協力についての指導の充
実を目指した研修を実施する。
・男女共同参画の理念、ジェンダー（社会的性
差）の定義や規定についての教職員研修を複
数回実施する。

指導課

4 1 (1) ② 3
男女共同参画の
視点に立った学
校教育の実施

　学校教育の場において、あらゆる場面で、男女共
同参画の視点に立った指導を行い、知識に基づき
行動できる児童・生徒の育成に努める。東京都教育
委員会が作成する『人権教育プログラム（学校教育
編）』等を活用し、学校教育活動全体を通して、人権
の尊重、男女の平等、相互理解・協力についての指
導の充実を図るとともに、自立の意識を育む教育、
一人一人の個性や能力を尊重し、児童・生徒が主体
的に学び、考え、行動する姿勢を育む教育を推進す
る。

①「特別の教科　道徳」や特別活動について適正な
指導計画立案に向けた指導助言を行う。
②進路指導、性に関する指導について、固定的な性
別役割分担意識にとらわれず、生徒一人一人が主
体的に進路を選択する能力・態度を身に付けられる
指導が行えるよう、指導助言を継続的に行う。

①市立小・中・義務教育学校において、「特別の教
科　道徳」や特別活動の年間指導計画に男女平
等について位置づけ、計画的な指導を実施し、児
童・生徒の意識の向上を図った。
②進路指導、性に関する指導について、固定的な
性別役割分担意識にとらわれず、生徒一人一人
が主体的に進路を選択する能力・態度を身に付け
られる指導が行えるよう、指導助言を行った。

　各学校が計画的に指導を
実施することができるように
するために、教科書を活用し
た年間指導計画を示したりし
た。

B 継続 -

　「特別の教科　道徳」や特別活動
の授業、進路指導及び性に関する
指導については、今後も男女共同
参画の視点に立った指導を行って
いく。

　学校教育の場において、あらゆる場面で、男女共
同参画の視点に立った指導を行い、知識に基づき
行動できる児童・生徒の育成に努める。東京都教育
委員会が作成する『人権教育プログラム（学校教育
編）』等を活用し、学校教育活動全体を通して、人権
の尊重、男女の平等、相互理解・協力についての指
導の充実を図るとともに、自立の意識を育む教育、
一人一人の個性や能力を尊重し、児童・生徒が主体
的に学び、考え、行動する姿勢を育む教育を推進す
る。

①「特別の教科　道徳」や特別活動について適正な
指導計画立案に向けた指導助言を行う。
②進路指導、性に関する指導について、固定的な性
別役割分担意識にとらわれず、生徒一人一人が主
体的に進路を選択する能力・態度を身に付けられる
指導が行えるよう、指導助言を継続的に行う。

指導課

5 1 (2) ③ 4
男女共同参画の
視点に立った講
座等の実施

　市民の男女平等意識を醸成し男女共同参画
の推進を図るため、八王子学園都市大学「い
ちょう塾」において、固定的性別役割分担意識
の見直し等、男女共同参画に関する理解を深
めるための講座を実施する。
　そのために、大学コンソーシアム八王子加盟
校に講座提供の依頼をするとともに、各加盟校
に受講者にわかりやすいタイトル付けを依頼す
るなど、受講者数の確保に向けた取り組みを行
う。
また、託児サービス付きの講座を実施すること
で、男女共同参画推進のための意識啓発へ向
けて取り組んでいく。

　学園都市大学「いちょう塾」の開講にあたっては、
大学コンソーシアム八王子加盟25大学等の学長
宛に科目提供依頼を行っており、その中で男女共
同参画に関する理解を深めるための講座の提供
を依頼している。令和元年度(2019年度）開講講座
では各大学等から講座の提供がなかったため、実
施することができなかった。
　一方、託児サービス付きの講座は全308講座の
うち83講座提供することができ、男女共同参画推
進のための意識啓発を図った。

　平成30年度(2018年度)に男
女共同参画に関する理解を
深めるための講座の提供が
なかったため、令和元年度
（2019年度）においても繰り返
し講座の提供を依頼した。

B 継続 -

　引き続き、大学コンソーシアム八
王子加盟校に八王子学園都市大
学「いちょう塾」での男女共同参画
に関する理解を深めるための講座
の提供を依頼していく。
　また、今後は男女共同参画を専
門分野とする講師へ個別に依頼を
するなど、講座開講に向けた取り組
みの検討が必要である。

　市民の男女平等意識を醸成し男女共同参画
の推進を図るため、八王子学園都市大学「い
ちょう塾」において、固定的性別役割分担意識
の見直し等、男女共同参画に関する理解を深
めるための講座を実施する。
　そのために、大学コンソーシアム八王子加盟
校に講座提供の依頼をするとともに、各加盟校
に受講者にわかりやすいタイトル付けを依頼す
るなど、受講者数の確保に向けた取り組みを行
う。
また、託児サービス付きの講座を実施すること
で、男女共同参画推進のための意識啓発へ向
けて取り組んでいく。

学園都市文化
課
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6 1 (2) ③ 4
男女共同参画の
視点に立った講
座等の実施

　固定的性別役割分担意識の見直し等、男女
共同参画に関する理解を深めるための講座等
を開催し、学習の機会を提供する。

①男女共同参画の理解を深めるための啓発講
座等の実施
②自主活動グループの育成
③託児サービスの実施
④女と男のいきいきフォーラムの開催

①・八王子市男女共同参画都市宣言20周年記念
事業の一環として、男女共同参画週間記念講演
会「心をほぐすストレッチ～笑顔で明日を迎えるた
めに～」を開催　参加者158名
　・啓発講座　3講座を実施　参加者のべ110名
②登録団体チャレンジ企画支援事業「パパと一緒
に工作と楽しい昔遊び」1講座　参加者30名
　自主活動グループ1グループ結成
③ほっとタイムサービス　利用児童のべ642名・利
用保護者数のべ576名（ほっとタイムサービス以外
時を含む）
④第29回女と男のいきいきフォーラム八王子「子ど
もと一緒に学んで遊ぼう！～楽しい今日を明日に
つなげる～」　参加者44名

　講座等の開催に際してはチ
ラシ・ポスターを作成し、市施
設のほか、商業施設に対して
も配架及び掲示を依頼して周
知を行った。

B 継続 -

　男女共同参画に関する理解を深
めるための講座を継続して開催す
る。なお、申込者が定員に達してい
ない講座については、より効果的な
周知方法を検討する。
　講座の開催のほか、情報紙の発
行やパネル展の開催により、男女
共同参画に関するさらなる周知啓
発を図る。

　固定的性別役割分担意識の見直し等、男女
共同参画に関する理解を深めるための講座等
を開催し、学習の機会を提供する。

①男女共同参画の理解を深めるための啓発講
座等の実施
②自主活動グループの育成
③託児サービスの実施
④女と男のいきいきフォーラムの開催

男女共同参画
課

7 1 (2) ③ 4
男女共同参画の
視点に立った講
座等の実施

　男女共同参画課とより一層の連携を深め、共
催講座を実施するなど、男女共同参画の視点
に立った講座を引き続き実施し、参加者の理解
を深める。
　また、働く男女が講座等に参加しやすい環境
を整える。

・男女共同参画の視点に立った講座を実施した。
　（男女共同参画課との共催講座）
　①母と娘で学ぶ、女の子のからだの変化と月経
のお話
　②思春期の男の子のココロと身体の変化のお話

講座数　17
延べ講座受講者数　549人
講座アンケートの満足度　89.6％

・夜間、土日曜日、休日に開催した講座
　(働く男女が講座等に参加しやすい環境として）
　延べ受講者数　3,620人
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観
点から、15講座を中止

　前年度と同様に、男女共同
参画課とより一層の連携を深
め、共催講座を実施する等、
男女共同参画の視点に立っ
た講座の充実を図り、参加者
の理解を深める。また、働く
男女が講座等に参加しやす
い環境を整える。

B 継続 -

　これまでの取り組みを継続して実
施するとともに、男女共同参画課と
連携した事業実施をさらに拡充す
ることにより、市民への周知・啓発
効果を高めていく。

　すでに決定されている事業を含めて、新型コ
ロナウイルス感染症に伴う今後の社会の動向
を踏まえ、事業の開催内容や方法等を検討して
いく。

学習支援課

8 1 (2) ④ 5
男女共同参画に
関する情報の収
集と提供

　固定的性別役割分担意識の見直し等、男女
共同参画に関する理解を深めるための情報の
収集と提供を行う。

①男女共同参画週間にあわせてパネル展を実
施する。
②ホームページや広報を介して男女共同参画
及び講座の情報提供を行う。
③男女共同参画情報紙「ぱれっと」を広報に折
りこみ、全戸配布する。
④「男女共同参画センターだより」を年3回発行
し、市内各施設で配架する。
⑤資料情報コーナーによる情報提供を行う。

①男女共同参画週間（6/23～6/29）に、八王子駅
南口総合事務所内でのパネル展の実施や図書館
における関連図書コーナーを設置した。
②ホームページや広報に、男女共同参画に関する
情報や講座の情報を掲載した。
③男女共同参画情報紙「ぱれっと」全戸配布（発行
部数282,495部）
④「男女共同参画センターだより」を年3回発行し、
市内各施設で配架した。
⑤資料情報コーナーに女性情報誌や他市の事業
計画など様々な資料を配架した。

　八王子市男女共同参画都
市宣言20周年記念事業に関
するイベントについて、パネ
ル展示やぱれっと、センター
だよりで取り上げることで、男
女共同参画事業をより広く周
知した。
　また、庁内の所管が実施す
るイベントを活用し、男女共
同参画に関するパネル展示
や計画の冊子等の配付な
ど、多くの方に男女共同参画
に関する意識啓発と情報提
供を行った。

B 継続 -

　男女共同参画に関する理解をさ
らに深めていくには継続的な取組
が必要とされるため、今後も情報提
供を行い、市民の意識改善につな
げていく。

　固定的性別役割分担意識の見直し等、男女
共同参画に関する理解を深めるための情報の
収集と提供を行う。

①男女共同参画週間にあわせてパネル展を実
施する。
②ホームページや広報を介して男女共同参画
及び講座の情報提供を行う。
③男女共同参画情報紙「ぱれっと」を広報に折
りこみ、全戸配布する。
④「男女共同参画センターだより」を年3回発行
し、市内各施設で配架する。
⑤資料情報コーナーによる情報提供を行う。

男女共同参画
課

9 1 (2) ④ 5
男女共同参画に
関する情報の収
集と提供

①市内全図書館において、男女共同参画に関
する蔵書の充実と,男女共同参画に対する理解
を深めるための情報提供を継続して行うことに
より、市民の男女平等意識を醸成する。
②平成30年度に引き続き、男女共同参画週間
にあわせて市内全館において「男女共同参画
週間テーマ展示」を行う。関連図書を目立つ場
所に見やすく展示し、貸出しすることで、図書館
利用者への意識啓発を行う。
③関連所管との連携を図り、関連所管のパンフ
レット等の配布やホームページの掲載により周
知を進める。

①男女共同参画に関する蔵書の充実をはかり、市
民の男女平等意識の醸成に努めた。
②男女平等参画週間にあわせ、市内全図書館に
おいて「男女共同参画週間テーマ展示」と題し、関
連図書を目立つ場所に見やすく展示し、貸出しす
ることで、図書館利用者への意識啓発を行った。
全館で366冊展示し、194冊の貸出しを行った。
③関連所管との連携を図り、関連所管のパンフ
レット等の配布やホームページの掲載により周知
を行った。

- B 継続 -

①男女共同参画に関する蔵書の充
実を図り、市民の男女平等意識の
醸成に努める。
②男女平等参画週間にあわせ、市
内全図書館において「男女共同参
画週間テーマ展示」と題し、関連図
書を目立つ場所に見やすく展示し、
貸出しすることで、図書館利用者へ
の意識啓発を行う。
③関連所管との連携を図り、関連
所管のパンフレット等の配布やホー
ムページの掲載により周知効果を
高める。

中央図書館　6/10～7/13
生涯学習センター図書館　6/3～7/7
川口図書館　6/1～6/30
南大沢図書館　6/16～7/13
※当初予定であり、休館の状況により変更の可
能性あり

図書館

10 1 (2) ⑤ 6 職員研修の充実
  市職員を対象とした、男女共同参画に関する
理解や認識を深めるための研修を実施する。

①職員研修「ＬＧＢＴ職員研修～多様な性について
の理解と対応～」　参加者73名
②DV被害者サポートに関わる窓口職員・関連職
場職員研修「DV・デートDVの二次加害を防ぐため
に」　参加者118名

　「多様な性」をテーマとして、
当事者に対する理解と対応
についての研修を行った。ア
ンケートの結果では、満足度
84％を達成した。

B 継続 -
　今後も継続して研修を実施し、職
員の男女共同参画に関する意識の
醸成を図る。

  市職員を対象とした、男女共同参画に関する
理解や認識を深めるための研修を実施する。

男女共同参画
課

11 1 (2) ⑤ 6 職員研修の充実

　市職員の男女共同参画に関する理解や認識
を深めるために、東京都市町村職員研修所で
実施の「男女共同参画社会形成研修」に入庁2
年目（46名の予定）の職員を派遣する。

「男女共同参画社会形成研修」受講者　39名 - B 継続 -
　引き続き「男女共同参画社会形
成研修」に職員を派遣する。

　市職員の男女共同参画に関する理解や認識
を深めるために、東京都市町村職員研修所で
実施の「男女共同参画社会形成研修」に職員を
派遣する。（32名予定）

職員課
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12 1 (2) ⑤ 7
職員に向けた情
報提供の充実

①全職員を対象にeラーニング研修を実施し、
男女共同参画に関連する事項ついての知識を
習得してもらう。
②新人職員研修において、男女共同参画に関
するアンケートを実施し、意識付けを行う。

①職員eラーニング研修「DV（ドメスティック・バイオ
レンス）基礎研修」2,859名
②新規採用職員研修での男女共同参画に関する
アンケートの実施　実施人数92名

　新規採用職員研修でのアン
ケート集計結果を活用し、職
員としての意識の希薄がみら
れるDVに関して意識づけを
行うため、DV被害者サポート
に関わる窓口職員・関連職場
職員研修の対象に新規採用
職員を含めて実施した。

B 継続 -

　eラーニング研修は、今後も社会
情勢に適したテーマを選定し、継続
して実施する。
　また、新規採用職員研修でのアン
ケートについても、集計結果を活用
し、男女共同参画に関する意識が
希薄しているテーマを職員研修で
取り上げていく。

①全職員を対象にeラーニング研修を実施し、
男女共同参画に関連する事項についての知識
を習得してもらう。
②新人職員研修において、男女共同参画に関
するアンケートを実施し、意識付けを行う。

男女共同参画
課

13 1 (3) ⑥ 9
附属機関等への
女性の登用推進

　附属機関等における女性の参画率を上げる
ため、委員等の改選時等に行う事前協議での
ヒアリングで女性の登用について、所管課から
関係機関へ働きかけをするように伝える。ま
た、所管課へ選任方法等について助言を行う。

　附属機関等の委員等の改選時等に当たっての
事前協議において、女性の参画率が目標である
50％に満たない所管課に対しヒアリングを実施し、
選任方法等について助言を行い、女性の登用に
ついて所管課から関係機関等へ働きかけるよう伝
えた。
・事前協議件数　26件

- B 継続 -

　女性の参画率は平成29年度は
33.8％、平成30年度は33.1%、令和
元年度は34.3%と、ほぼ横ばいの状
況が続いている。
　今後も方向性を検討しながら継続
的に全庁に向け意識啓発や情報提
供を行っていく。

　附属機関等における女性の参画率を上げる
ため、委員等の改選時等に行う事前協議での
ヒアリングで女性の登用について、所管課から
関係機関へ働きかけをするように伝える。ま
た、所管課へ選任方法等について助言を行う。

男女共同参画
課

14 1 (3) ⑥ 9
附属機関等への
女性の登用推進

　平成28年度に導入した市民委員等公募制度は、附属機関・
懇談会等の委員・参加者の公募において、無作為抽出した
市民に案内文を送付し、同意の返信があった市民を「市民委
員等候補者名簿」（以下「名簿」とする。）に登録して附属機
関・懇談会等の委員・参加者の改選時等に就任を依頼するも
のであり、現在第2期目を運用中である（任期：平成30年
（2018年）６月1日～令和２年（2020年）５月31日）。第2期名簿
に登録されている女性の人数が少なくなったことから、令和
元年（2019年）６月から女性候補者を追加する予定であり、候
補者を対象に本制度についての説明会及び、市の事業を
テーマとしたワークショップを行う。
　本制度の主な目的は以下の３点である。
（１）市政に潜在的な関心を持つ市民に参加のきっかけを提
供し、市民参加のすそ野を拡大する。
（２）より市民感覚に即した意見を附属機関・懇談会等の議論
を通して市政に反映する。
（３）これまで委員及び参加者の公募への参加が少なかった
女性や現役世代の委員等を確保し、多様な意見を附属機関
等の議論を通して市政に反映する。

　令和元年（2019年）５月に無作為で抽出した女性
500名に市民委員等候補者の追加募集の通知を
送付し、そのうち32名から名簿登録への同意の返
信があった。

　また、同年７月には名簿登録者向けに市の市民
参加の取り組みや本制度に関する説明会及び
ワークショップを行い、20名の参加があった。参加
者からは、「初めてお会いした方と意見交換が出
来て、とても良い時間になった。」「八王子が取り組
んでいる事を、30年ほど住んで初めて認識した。」
等の感想があった。

　名簿登録者のうち、11名（男性２名、女性９名）の
方が実際に市の会議の委員に就任、もしくは参加
した。

　令和元年度（2019年度）の
募集は、女性候補者の追加
募集であったため、募集の通
知に「実際に委員に就任され
た女性の方の声」を掲載し、
より身近な制度と感じられる
よう工夫した。

　また、各所管課の本制度を
活用しての市民委員の公募
を促進するため、全職員対象
の「市民参加に関するeラー
ニング研修」や「広聴通信（庁
内報）」で周知を図った。

A 継続 -

　令和２年度（2020年度）以降も本
制度を運用し、これまでの公募の
方法では中々参加の少なかった女
性を含めた、幅広い市民の参加を
推進する。

　令和２年度（2020年度）については、新たに第
３期（任期：令和２年（2020年）６月1日～令和４
年（2022年）５月31日）の市民委員等候補者を
募集予定であったが、新型コロナウイルス感染
拡大に伴う国の緊急事態宣言の発令により、
今年度に限り第２期の任期を１年間延長する形
での事業見直しを検討中。

広聴課

15 1 (3) ⑦ 10

市民に対する女
性の参画の推進
のための意識啓
発と情報提供

　政策・方針決定過程への女性参画の必要性
を市民に向けて発信するため、以下の取り組み
を行う。
①男女共同参画センターで発行する情報紙「ぱ
れっと」により女性の参画推進のための意識啓
発や情報提供を行う。
②女性情報誌の収集及び配架

①男女共同参画情報紙「ぱれっと」に、八王子市
の附属機関等への女性の参画状況を掲載した。
（発行部数282,495部）
②資料情報コーナーに女性情報誌や他市の情報
紙など様々な資料を配架し情報提供を行った。

　令和元年度の「ぱれっと」で
は、ジェンダー・ギャップ指数
からみる日本の現状を取り上
げ、「政治」・「経済」分野では
日本の順位が低い状況であ
ることを数値で分かりやすく
示した。

B 継続 -

　政策・方針決定過程への女性の
参画については、意識啓発のため
の取組をより一層強化していく必要
がある。今後も機会を捉えて、市民
に向けて情報提供を行っていく。

　政策・方針決定過程への女性参画の必要性
を市民に向けて発信するため、女性情報誌の
収集及び配架を行う。

男女共同参画
課

16 1 (3) ⑧ 11

女性管理職登用
促進のための意
識啓発と人材育
成

　政策・方針決定過程に女性が参画することの
必要性を理解し、昇進やキャリアアップへの不
安を払拭するために職員研修を実施する。

①女性職員のためのキャリアデザイン研修（主任
級）　参加者28名
②女性職員のためのキャリアデザイン研修（主事
級）　参加者24名
※職員課共催

　女性のためのキャリアデザ
イン研修（主事級）では、主査
職を交えたランチセッションを
実施するなどし、女性職員の
昇進やキャリアアップへの不
安解消を図った。

B 継続 -

　女性管理職の登用を進めるた
め、効果的な研修の実施等を通し
て、今後も職員全体の意識改革に
努める。

　政策・方針決定過程に女性が参画することの
必要性を理解し、昇進やキャリアアップへの不
安を払拭するために、情報提供や職員研修等
を実施する。

男女共同参画
課

17 1 (3) ⑧ 11

女性管理職登用
促進のための意
識啓発と人材育
成

①引き続き「女性職員のためのキャリアデザイ
ン研修」を継続して実施するとともに、新たな研
修等について検討する。また、女性職員の、業
務における新たな取組みや挑戦を促すような、
管理職からの働きかけを継続する。
②採用者に占める女性の割合が向上するよ
う、女性受験者の増加を目的に、採用説明会へ
積極的に女性職員を派遣する。

①「女性職員のためのキャリアデザイン研修」受講
者　54名
昇任選考において、管理職からの働きかけを行う
よう、通知を行った
②採用説明会女性職員派遣回数　4回

【参考】
・主査職昇任における女性職員の受験率
令和元年度　女性2.4%　（参考 男性9.7%）
・女性管理職の数
令和2年4月1日現在　26人
・女性管理職の割合
令和2年4月1日現在　14.2%

- B 継続 -

　引き続き「女性職員のためのキャ
リアデザイン研修」を実施し、管理
職からの働きかけ、採用説明会へ
の女性職員の派遣を行う。

①引き続き「女性職員のためのキャリアデザイ
ン研修」を継続して実施するとともに、新たな研
修等について検討する。また、女性職員の、業
務における新たな取組みや挑戦を促すような、
管理職からの働きかけを継続する。
②採用者に占める女性の割合が向上するよ
う、女性受験者の増加を目的に、採用説明会へ
積極的に女性職員を派遣する。

職員課
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18 1 (4) ⑨ 12
災害対策に関す
る男女共同参画
の意識啓発

　防災に関する講座等を実施することにより、
男女共同参画の視点に立った災害対策の必要
性についての意識啓発を図るため以下の取り
組みを行う。

①男女共同参画の視点に立った防災に関する
パンフレットを配架し、情報提供を行う。
②男女共同参画の視点で考える防災講座を実
施する。

①パンフレット「わたしを守る防災対策」の配架
②講座「いざという時のために！知っておきたい男
女の視点の防災術」　参加者18名

　講座では、災害時の避難所
を想定したワークショップを実
施し、女性や子どもに対する
配慮の必要性など男女共同
参画の視点を持った防災・減
災についての意識啓発を
行った。

B 継続 -

　防災に関する講座等の実施を通
して、男女共同参画の視点を持っ
た災害対策についての意識啓発を
継続して実施する。

　防災に関する講座等を実施することにより、
男女共同参画の視点に立った災害対策の必要
性についての意識啓発を図るため以下の取り
組みを行う。

①男女共同参画の視点に立った防災に関する
パンフレットを配架し、情報提供を行う。
②男女共同参画の視点で考える防災講座を実
施する。

男女共同参画
課

19 1 (4) ⑨ 12
災害対策に関す
る男女共同参画
の意識啓発

　市民が男女共同参画の視点に立った災害対
策の必要性を理解し、災害発生時に実行できる
ようにする。

①地域で行う防災訓練や出前講座などにおい
て、防災に対する取り組みに女性の視点を盛り
込むことの大切さや、避難所運営に男女が協
力して携わることの重要性を伝える。
②防災における女性の視点について啓発する
パンフレットを配架する。
③女性の発想を活かした防災ノウハウを掲載し
た「東京くらし防災」（東京都発行）を防災課や
男女共同参画課の窓口のほか、市民センター
等で引き続き配布し、防災意識の啓発を行う。

①出前講座の実施
　　：出前講座14回、出前講座（ガイドブック）12回
実施
②女性の視点啓発パンフレットを当課窓口や男女
共同参画課交流コーナーに配架した。また、必要
に応じ出前講座で配布した。
③女性の発想を活かした防災ノウハウを掲載した
「東京くらし防災」（東京都発行）を防災課や男女共
同参画課の窓口のほか、市民センター、市民部事
務所、図書館、体育館、保健福祉センターで配布
し、防災意識の啓発を行った。

　令和元年度より新たな出前
講座として「総合防災ガイド
ブックセミナー」を開講し、女
性の視点について記載した
項目を含めた。

A 継続 -
　現在の取り組みを継続しながら、
防災への積極的な取り組みについ
て啓発を行っていく。

　市民が男女共同参画の視点に立った災害対
策の必要性を理解し、災害発生時に実行できる
ようにする。

①地域で行う防災訓練や出前講座などにおい
て、防災に対する取り組みに女性の視点を盛り
込むことの大切さや、避難所運営に男女が協
力して携わることの重要性を伝える。
②防災における女性の視点について啓発する
パンフレットを配架する。
③女性の発想を活かした防災ノウハウを掲載し
た「東京くらし防災」（東京都発行）を防災課や
男女共同参画課の窓口のほか、市民センター
等で引き続き配布し、防災意識の啓発を行う。

防災課

20 1 (4) ⑨ 13

男女共同参画の
視点に立った避
難所運営マニュ
アルに基づいた
訓練等の実施及
び備蓄の充実

①女性視点に配慮し策定した避難所運営マ
ニュアルに基づく訓練等を実施する。
②プライバシー等に配慮した災害用備蓄物資
を充実することにより、女性等の視点に配慮し
た防災対策を推進する。

①ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）や仮設トイレ設営な
ど避難所開設・運営に関する防災訓練等を実施し
た。
②防災倉庫にプライベート空間への配慮としての
簡易更衣室や間仕切りといった災害用備蓄物資を
備蓄することにより、女性等の視点に配慮した防
災対策の強化を図った。

　子育て世代を対象とした備
蓄として、粉ミルクとは別に、
液体ミルクを備蓄として購入
した。

A 継続 -

　新型コロナウイルスの影響を踏ま
えた上で、現在の取り組みを継続し
ながら、新たに課題がわかった時
点で柔軟な対応を検討する。

①女性視点に配慮し策定した避難所運営マ
ニュアルに基づく訓練等を実施する。
②プライバシー等に配慮した災害用備蓄物資
を充実することにより、女性等の視点に配慮し
た防災対策を推進する。

防災課
避難所担当部

21 3 (5) ⑩ 14

ＤＶ を防止する
ための意識啓発
と情報提供の充
実

　ＤＶについての認識を深め、防止するための
意識啓発と情報提供を積極的に行う。

①「女性に対する暴力をなくす運動」期間にあ
わせて講演会とパネル展を実施する。
②DV防止のための出前講座を実施する。
③「男女共同参画センターだより」にて情報提
供を行う。

①「女性に対する暴力をなくす運動」週間（11/12～
11/26）に合わせて、以下の取組を行った。
・八王子駅南口総合事務所内でのパネル展の実
施
・「DVが子どもに与える影響～いま私たちにできる
こと～」をテーマとした講演会を実施した。（参加者
31名）
・図書館と子ども家庭支援センターと連携したテー
マ展示の実施
②八王子市立看護専門学校にてDV出前講座を実
施した。（参加者39名）
③「男女共同参画センターだよりvol.45」にて、上記
パネル展や講演会、関連図書及び配偶者暴力防
止法の改正について情報提供を行った。

①について、DVと児童虐待
の関連性を踏まえ、図書館・
子ども家庭支援センター・男
女共同参画課による「ＤＶと
児童虐待」をテーマにしたパ
ネル及び関連図書の展示を
行い、その防止に向けた情
報提供を図った。
③について、令和元年度は
配偶者暴力防止法の改正が
あったため、「男女共同参画
センターだより」にて改正内
容について分かりやすくまと
めた。

B 継続 -

　配偶者等からのあらゆる暴力をな
くすためには、いかなる理由であっ
ても暴力は許されないという意識を
社会全体で高めることが重要であ
る。今後も積極的にDVを防止する
ための意識啓発と情報提供を行
う。

　ＤＶについての認識を深め、防止するための
意識啓発と情報提供を積極的に行う。

①「女性に対する暴力をなくす運動」期間にあ
わせて講演会とパネル展を実施する。
②DV防止のための出前講座を実施する。
③「男女共同参画センターだより」にて情報提
供を行う。

男女共同参画
課

22 3 (5) ⑩ 15

デートＤＶ を防止
するための意識
啓発と情報提供
の充実

①大学コンソーシアム八王子加盟25大学等の
担当者が集まる、「大学等連携部会」において、
男女共同参画課職員による、デートDV防止の
ための啓発と情報提供の場を設ける。
②大学コンソーシアム八王子加盟25大学等の
新入生ガイダンスにおいて、学生に対してデー
トＤＶについての情報提供を実施する。
③大学コンソーシアム八王子発行の新入生向
け情報誌「BIG WEST」にデートＤＶについて掲
載し、コンソーシアム加盟校の新入生に配布す
る。

①令和2年(2020年)3月18日、大学コンソーシアム
八王子「大学等連携部会」において、男女共同参
画課職員による学生向けデートDVパンフレットの
配架の依頼及び出前講座についての情報提供を
行った。（参加12校）なお、欠席11校へは資料を送
付した。
②大学コンソーシアム八王子加盟校のうち7校の
新入生ガイダンスにおいて、計4,141名の学生に対
してデートＤＶについての情報提供を実施した。
③大学コンソーシアム八王子発行の新入生向け
情報誌「BIG WEST 2019」にデートＤＶについて記
事を掲載し、加盟25大学等の新入生に配布した。
（発行部数：約30,000部、新入生25校計24,350名）

②冊子で男女共同参画セン
ターのホームページのリンク
先を案内する際に、昨年度は
URLの記載をしていたところ
をより利用しやすいQRコード
の記載に変更した。

B 継続 -

　今後も「大学等連携部会」での情
報提供及び、学生一人ひとりにまで
情報が届くよう、大学等にデートＤＶ
に関するパンフレット等の配架につ
いて依頼していく。
　また、新入生ガイダンスについて
は、八王子市の紹介等の時間を設
けていただくよう各大学等に働きか
け、より多くの学校にて新入生ガイ
ダンスが実施できるように努力して
いく。

①大学コンソーシアム八王子加盟校の担当者
が集まる、「大学等連携部会」において、男女共
同参画課職員による、デートDV防止のための
啓発と情報提供の場を設ける。
②大学コンソーシアム八王子加盟校の新入生
ガイダンスにおいて、学生に対してデートＤＶに
ついての情報提供を実施する。※令和2年度
（2020年度）は新型コロナウイルス感染症の影
響により4月期の新入生ガイダンスの実施校な
し
③大学コンソーシアム八王子発行の新入生向
け情報誌「BIG WEST2020」にデートＤＶについ
て掲載し、大学コンソーシアム八王子加盟校の
新入生に配布する。

学園都市文化
課
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23 3 (5) ⑩ 15

デートＤＶ を防止
するための意識
啓発と情報提供
の充実

  デートDVについての認識を深め、防止するた
めの意識啓発と情報提供を様々な方法で積極
的に行う。

①指導課と連携し、小中学校の教職員を対象と
し研修等でデートDVに関するリーフレット等を
配布する。
②デートDV防止のための出前講座を実施す
る。
③デートDVに関するリーフレット等を講座開催
時に配布するとともに、各大学で配布する。

①指導課と調整し、小中学校の教職員を対象とし
た研修において、デートDVに関するリーフレット等
を配布した。
②創価大学にて「男女共同参画入門」をテーマに
出前講座を実施した。（参加者217名）
③高校生・大学生向けに作成したデートDVに関す
るパンフレット等を講座開催時等に配布するととも
に各大学で配布した。

　創価大学にて実施した出前
講座では、暴力が起こる背景
やＤＶの実態等についての講
義に加え、コミュニケーション
方法の一つとして「Ｉメッセー
ジ」（※）を活用した寸劇を学
生に演じてもらうなど、暴力
防止に向けた効果的な意識
啓発のための取組を行った。
※「私」を主語にして、自分自
身がどう感じているかという
思いを語ること。

B 継続 -

　デートDVを未然に防止するため
には、当事者になり得る学生に対し
デートDVに関する意識啓発を行う
ことが重要である。引き続きデート
DVについての認識を深め、防止す
るための意識啓発と情報提供を積
極的に行っていく。

  デートDVについての認識を深め、防止するた
めの意識啓発と情報提供を様々な方法で積極
的に行う。

①指導課と連携し、小中学校の教職員を対象と
した研修等でデートDVに関するリーフレット等を
配布する。
②デートDV防止のための出前講座を実施す
る。
③デートDVに関するリーフレット等を講座開催
時に配布するとともに、各大学で配布する。

男女共同参画
課

24 3 (5) ⑩ 16

関係所管職員の
理解を深めるた
めの研修等の実
施

①ＤＶ被害者の支援に関わる市職員がＤＶや
デートＤＶに関する理解を深め、日常業務でDV
被害者に接する際の二次加害を防止するため
に、研修を実施する。
②ＤＶ被害者の支援に関わる関係機関の職員
がDVやデートDVに関する理解を深めるため
に、DV被害者支援関係機関担当者会におい
て、講義や事例検討等を行う。

①DV被害者サポートに関わる窓口職員・関連職
場職員研修「DV・デートDVの二次加害を防ぐため
に」を実施した。（参加者118名）
②DV被害者支援関係機関担当者会（年2回実施）
における講義等により、各関係機関が互いの業務
の連携について確認しつつ実践的にDVの実態と
その対応について理解を深めた。

②のDV被害者支援関係機関
担当者会（第3回目）で予定し
ていた事例検討については、
新型コロナウイルスの影響に
より、会議自体が中止となっ
たため、関係所管と個別に意
見交換し、次回の会議におい
て参考とするための情報収
集を図った。

B 継続 -

　窓口業務やDV被害者支援に関
わる職員の理解を深めた上で対応
することがDV被害の把握や二次被
害の防止につながる。今後も市職
員への研修や実践的な事例検討を
通して適切な対応ができるよう働き
かけを行っていく。

①ＤＶ被害者の支援に関わる市職員がＤＶや
デートＤＶに関する理解を深め、日常業務でDV
被害者に接する際の二次加害を防止するため
に、研修を実施する。
②ＤＶ被害者の支援に関わる関係機関の職員
がDVやデートDVに関する理解を深めるため
に、DV被害者支援関係機関担当者会の開催
及び関係所管に対し情報提供並びに情報共有
を図る。

男女共同参画
課

25 3 (6) ⑪ 17
被害者の早期発
見と支援のため
の相談の実施

　女性の抱える様々な悩みや問題について、相
談員による電話での総合相談と、専門の女性
相談員による専門相談を実施することにより、
DV被害者を早期発見し、関係機関との連携に
よりDV被害者支援を行う。

全相談件数　3,673件（うちDV相談件数　590件）
（内訳）
・女性のための総合相談　3,212件
　（うちDV相談　420件）
・女性のための専門相談　461件
　（うちDV相談　170件）

- B 継続 -

　DV被害の潜在化・深刻化を防ぐ
ため、引き続き相談者が声を上げ
やすいよう、相談事業の周知を図
るとともに、関係機関との連携を強
化して支援体制を継続する。

　女性の抱える様々な悩みや問題について、相
談員による電話での総合相談と、専門の女性
相談員による専門相談を実施することにより、
DV被害者を早期発見し、関係機関との連携に
よりDV被害者支援を行う。

男女共同参画
課

26 3 (6) ⑪ 17
被害者の早期発
見と支援のため
の相談の実施

　月1回の人権相談及び年2回の特設人権相談
を実施するにあたり、男女平等の視点に立ち、
関係機関と連携してＤＶや虐待の防止、支援を
行う。

　月1回の人権相談及び年2回の特設人権相談を
予定どおり実施した。性別にかかわりなく相談者
の視点に立った対応及び必要に応じて関係機関
を紹介するなどした。

　相談に応じる際は、男女2
人1組での対応に努めた。

B 継続 -
　引き続き、人権相談を実施し、必
要な支援を行っていく。

　月1回の人権相談及び年2回の特設人権相談
を行う予定。

総務課

27 3 (6) ⑪ 17
被害者の早期発
見と支援のため
の相談の実施

①弁護士による「法律相談」や　②カウンセラー
による「あなたの心の相談室」での相談実施、
③必要に応じ、適切な関係機関に案内すること
で、ＤＶ被害者への相談体制の強化と支援の充
実に寄与する。

DV関連相談者数
①法律相談　　　　　　　 1件/1,502 件中
②あなたの心の相談室　   35件/955 件中

- B 継続 -

　引き続き①弁護士による「法律相
談」や　②カウンセラーによる「あな
たの心の相談室」を実施し、③必要
に応じ、適切な関係機関に案内す
ることで、ＤＶ被害者への相談体制
の強化と支援の充実に寄与する。

　引き続き①弁護士による「法律相談」や　②カ
ウンセラーによる「あなたの心の相談室」を実施
し、③必要に応じ、適切な関係機関に案内する
ことで、ＤＶ被害者への相談体制の強化と支援
の充実に寄与する。

市民生活課

28 3 (6) ⑪ 17
被害者の早期発
見と支援のため
の相談の実施

　DVを含む高齢者虐待の早期発見のため、施
設職員、ケアマネ、介護サービス事業など各相
談事業における虐待防止研修を実施すること
により対応力の向上や関係機関との連携強化
を図り、被害者の早期発見及び支援を行う。
　また、市や高齢者あんしん相談センターでＤＶ
や虐待に関する通報・届出や相談を受けた場
合、被害者の保護や養護者の支援をするため
「成年後見制度」の利用や介護サービスの導入
等、適切な対応を行う。

高齢者虐待防止研修　８回開催　695人参加
虐待通報等件数　 　　 165件

・高齢者虐待の理解啓発と研
修効果の向上を図るため、高
齢者虐待防止マニュアルの
改訂に取り組んだ。
・成年後見人制度のホーム
ページのリニューアルを図っ
た。

B 継続 -

・地域でDVを含む高齢者虐待の早
期発見・早期支援が行えるようにな
るための関係機関等に対する研修
の実施。
・市並びに高齢者あんしん相談セン
ターで通報や相談を受けた場合で
の適切な対応の実施。

・DVを含む高齢者虐待の早期発見のため、施
設職員、ケアマネ、介護サービス事業など各相
談事業における虐待防止研修を実施すること
により対応力の向上や関係機関との連携強化
を図り、被害者の早期発見及び支援を行う。
・市並びに高齢者あんしん相談センターでＤＶ
や虐待に関する通報や相談を受けた場合、被
害者の保護や養護者への支援をするため、「成
年後見制度」の利用をすすめ、介護サービスの
導入等、適切な対応を行う。

高齢者福祉課

29 3 (6) ⑪ 17
被害者の早期発
見と支援のため
の相談の実施

　市指定の相談支援事業所5か所と連携し、気
軽にいつでも相談できる体制を整え、障害者や
その家族からの相談を受ける中で、DVや虐待
の防止、支援を行う。

　市指定の委託の相談事業所5か所と連携して相
談体制を整え、DVや虐待の防止とその支援を行っ
た。
　・相談事務所5か所で受けた権利擁護(DV含む虐
待・差別等)相談件数 91件(うちDV相談6件）

- B 継続 -

　権利擁護に関する相談件数は毎
年数多くあるため、引き続き市指定
の委託の相談事業所（5箇所）と連
携を密にし、ＤＶや虐待の早期発見
と支援を行っていく。

　今年度同様、市指定の相談支援事業所5か所
と連携し、DVや虐待の防止、支援を行う。

障害者福祉課

30 3 (6) ⑪ 17
被害者の早期発
見と支援のため
の相談の実施

　ネットワークを活用し、被害者の安全と生活の
安定に向けた支援をする。

①電話相談、面接相談による助言、情報提供
を行う。
②各関係機関と連携し、速やかな救出を目指
す。
③婦人連絡会等のさまざまな研修機会を通じ
て、相談員の資質向上を図る。

①電話・面接相談を通じて、被害者の状況に応じ
た助言や情報提供を行うことにより、被害者が不
安を解消し、安全な生活に繋がる選択ができるよ
う支援した。
②警察、東京都女性相談センター等と連携を図る
ことにより、緊急一時保護へと繋がった。
③東京都の専門研修や、婦人連絡会での研修参
加により、相談員の能力向上が図れた。

- B
見直し
（改善）

　人事異動や働き方改革によ
る警察組織の体制変化が続
いており、引き続き関係再構
築を進める必要がある。

　市主催の関係機関連絡会等の懇
談機会を通じて、相互理解を深め
る。
被害者が安心して相談できる環境
の整備を進め、潜在化・深刻化しや
すい暴被害力の早期発見に繋げ
る。

　ネットワークを活用し、被害者の安全と生活の
安定に向けた支援をする。

①電話相談、面接相談による助言、情報提供
を行う。
②各関係機関と連携し、速やかな救出を目指
す。
③婦人連絡会等のさまざまな研修機会を通じ
て、相談員の資質向上を図る。

生活自立支援
課
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31 3 (6) ⑪ 17
被害者の早期発
見と支援のため
の相談の実施

①電話相談や家庭訪問などの保健事業を通し
てＤＶが疑われるケースがあった場合、必要に
応じて関係機関や専門機関に繋いてDV被害者
の支援を行う。
②職員のスキルアップのための研修参加およ
びセンター内研修の充実を図る。

①相談業務、健診業務等保健事業を通してＤＶが
疑われたケースに対して相談対応し、必要に応じ
て関係機関につなぐなど、支援を行った。
※保健福祉センターにおけるＤＶ相談件数　49件
②職員（保健師等）がDV等の基礎知識及び対応
を学ぶ外部研修に参加し、センター内連絡会等で
共有を行った。

　引き続き、保健事業の各場
面で、DVのサインを見逃さ
ず、対応した。

B 継続 -
　DVの疑いがあるケースに対して、
関係機関との連携を強化し、適切
な支援を行っていく。

①電話相談や家庭訪問などの保健事業を通し
てＤＶが疑われるケースがあった場合、必要に
応じて関係機関や専門機関に繋いてDV被害者
の支援を行う。
②職員のスキルアップのための研修参加およ
びセンター内研修の充実を図る。

保健福祉セン
ター（大横、東
浅川、南大
沢）

32 3 (6) ⑪ 17
被害者の早期発
見と支援のため
の相談の実施

　保健所における精神保健福祉相談を通して、
ＤＶ被害者からの相談に対応した場合、関係機
関と連携し被害者の支援に努める。
①専門医による精神保健福祉相談の実施。
②保健師による精神保健福祉相談（電話・面
接・家庭訪問等）の実施。

　
①専門医による精神保健福祉相談   44回 114件
②保健師による精神保健福祉相談    11825件
　 その内、ＤＶ相談件数　延べ  122件（＊デートＤ
Ｖ2件含む）に対応した。

　相談内容に応じ、関係機関
に丁寧につなげた。

B 継続 -
　引き続き相談事業を実施し、関係
機関と連携し被害者支援に努め
る。

　保健所における精神保健福祉相談を通して、
ＤＶ被害者からの相談に対応した場合、関係機
関と連携し被害者の支援に努める。
①専門医による精神保健福祉相談の実施。
②保健師による精神保健福祉相談（電話・面
接・家庭訪問等）の実施。

保健対策課

33 3 (6) ⑪ 17
被害者の早期発
見と支援のため
の相談の実施

　子どもと家庭に関する相談時に、DVに関する
内容が含まれることが判明した場合、関係機関
と連携し、DV被害者と子どもの支援に努める。

　子どもと家庭に関する相談時に、DVに関する内
容が含まれていた場合には、被害者の意向を配
慮しながら関係機関と連携し、DV被害者と子ども
の支援に努めた。
DV相談件数117件（対応延べ児童数218名）

　令和元年度10月より警察か
ら児童相談所に通告があっ
た面前DVのうち、比較的軽
微な事案に関しては、子ども
家庭支援センターが対応する
こととなった。

B 継続 -

　児童虐待の対応は、虐待者に会
い、注意喚起を行うことを原則とし
ているが、DVの場合被害者が拒否
すれば会うことは困難であり、その
ような状況でどう子どもの安全を守
るかが課題。

　引き続き、子どもと家庭に関する相談時にDV
に関する内容が含まれていた場合には、関係
機関と連携し、DV被害者と子どもを支援してい
く。

子ども家庭支
援センター

34 3 (6) ⑪ 17
被害者の早期発
見と支援のため
の相談の実施

　ひとり親家庭の相談を通して、DV被害者を発
見した場合、関係機関と連携し被害者とその子
どもの支援に努める。

　ひとり親家庭の相談の中で、DVの相談も含まれ
ていたため、母子・父子自立支援員がDVに関する
相談・情報提供を行った。
・DV相談回数　６０回

- B 継続 -

　引き続きひとり親家庭の相談の中
で、DVの悩みがないか、DVの実態
があるか常に確認するよう徹底し、
適切な相談窓口につなぐ。

　ひとり親家庭の相談の中で、DVの悩みがない
か、DVの実態が隠れていないか常に確認する
よう徹底する。緊急性の高いケースについては
婦人相談員にその場でつなぐようにする。

子育て支援課

35 3 (6) ⑪ 17
被害者の早期発
見と支援のため
の相談の実施

①教育相談を通してＤＶ被害者を発見した場
合、迅速に関係機関と連携し被害者とその子ど
もの支援に努める。
②スーパーバイザーを活用した事例検討会の
実施。
③医師を活用した事例検討会を実施し相談員
の資質向上に努める。

①主訴ではないものの、家族背景に「配偶者暴
力」があったケースに対して、心理の専門的な立
場から心のケアや今後の対応についての助言、ま
た関係機関との連携による支援を行った。
②スーパーバイザー（※相談員に対して、より高い
専門的な立場から、助言・指導を行う者）による事
例検討会の実施　年６回
③医師による事例検討会の実施　年２回

- B 継続 -

　今後も引き続き、教育相談を通し
てDV被害者を発見した場合には、
迅速に関係機関と連携し被害者と
その子どもの支援に努めるととも
に、事例検討会を通した相談員の
資質向上を図る。

①教育相談を通してＤＶ被害者を発見した場
合、迅速に関係機関と連携し被害者とその子ど
もの支援に努める。
②スーパーバイザーを活用した事例検討会の
実施。
③医師を活用した事例検討を含む研修会を実
施し相談員の資質向上に努める。

教育支援課

36 3 (6) ⑫ 18
被害者の安全確
保のための支援

　介護事業者や医療機関等、業務上本人の状
況を確認できる関係機関と連携を図り、被害者
の本人の意向の確認、または判断能力のない
高齢者について客観的判断により、適切な対
応・支援を行う。

・施設等と契約によりベッド等、緊急時の一時
保護の受入れ先を確保することにより、被害者
の保護を実施。
・施設職員、ケアマネ、介護サービス事業者な
どに、高齢者虐待防止研修を開催し、日頃から
の対応力の向上を図る。

・市内施設と契約を締結し、緊急時に一時保護の
受入をするための床を確保するとともに、対応が
必要な高齢者に対しての保護を実施した。
・施設職員、ケアマネ、介護サービス事業者など
に、高齢者虐待防止研修を開催し、周知・啓発に
努めた。
　・高齢者虐待防止研修（８回開催　695人参加）

　施設職員等への定期的な
研修を実施することにより、
正しい理解と適切な対応の
実施を広めた。

B 継続 -

・介護事業所や医療機関等、本人
の状況を確認できる関係機関と連
携を図り、本人の意向確認等によ
り、適切な対応・支援を行う。
・施設との契約により、居室やベッ
ド等、緊急時の一時保護の受入れ
先を確保する。
・施設職員や介護サービス事業者
等に対する研修の実施により対応
力の向上を図る。

・介護事業所や医療機関等、業務を通じて本人
の状況を確認できる関係機関と連携を図り、虐
待を受けた本人の意向確認、または判断能力
のない高齢者についての客観的判断を行うこと
により、適切な支援を実施する。
・施設等と契約により居室やベッド等、緊急時
の一時保護の受入れ先を確保し、虐待を受け
た本人の保護を行う。
・施設職員、ケアマネ、介護サービス事業者な
どに、高齢者虐待防止研修を実施し、日常的な
対応力の向上を図る。

高齢者福祉課

37 3 (6) ⑫ 18
被害者の安全確
保のための支援

　緊急一時保護の体制を維持し、DV等に対応
できる体制を整え、関係機関と連携し、協力し
てDV被害者の安全確保を図る。

　被虐待者の安全確保のため施設への一時保護
を実施した。
　・保護件数　2件13泊分

- B 継続 -

　保護件数及び保護日数は例年大
幅な変化はない。相談を受ける中
で分離すべきか、障害福祉サービ
ス提供が有効なのか的確な状況判
断が必要であり、そのためにも職
員のスキルアップを図り、DV等に
対応できる体制を整え、虐待の早
期発見早期対応および未然に防ぐ
ための積極的な周知徹底を図る。

　今年度同様、緊急一時保護の体制を維持し、
関係機関と連携し、DV被害者の安全確保を図
る。

障害者福祉課
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38 3 (6) ⑫ 18
被害者の安全確
保のための支援

　関係機関とのスムーズで緊密な連絡調整を
行い、情報管理を徹底してDV被害者やその子
どもへの適切な対応を行う。
①一時保護施設の利用援助及び緊急一時被
保護者の支援を行う。
②安全確保のため関係機関への情報提供及
び意見書等の発行を行う。

①警察等、関係機関と連携し、緊急一時保護とし
て東京都女性相談センター等への入所支援を行っ
た。
　緊急一時保護１５件。
② ・住民基本台帳支援措置（閲覧等制限）の手続
き等を支援。
　　・同伴児童がいる場合に教育委員会レベルの
転校手続きを支援。

- B 継続 -

　関係機関との連携強化を進め、
支援体制を整えて、被害者の安全
確保のための緊急一時保護に適
切に繋げる。

　関係機関とのスムーズで緊密な連絡調整を
行い、情報管理を徹底してDV被害者やその子
どもへの適切な対応を行う。
①一時保護施設の利用援助及び緊急一時被
保護者の支援を行う。
②安全確保のため関係機関への情報提供及
び意見書等の発行を行う。

生活自立支援
課

39 3 (6) ⑫ 19

民間シェルター
への運営支援に
よる被害者の安
全確保

①DV被害者の緊急一時保護を行う多摩地域
の民間シェルターに対し、補助金を交付するこ
とにより、運営の安定を図り、DV被害者の安全
確保につなげる。
②DV被害者の生活支援のため、多摩地域の
民間シェルターに物資の提供をする。

①DV被害者の緊急一時保護を行う多摩地域の民
間シェルターに対し、補助金を交付した。（補助金
額200,000円）
②庁内及び民間団体に物資の提供を呼びかけ、
集まった物資を多摩地域の民間シェルターに提供
した。

- B 継続

①について、支援団体内の
高齢化等の理由から活動の
継続が不可能であるという申
し出があったため、補助金の
交付を廃止し、代替事業とし
てDV被害者緊急一時保護事
業の業務委託を検討した。

　新たに民間事業者にDV被害者緊
急一時保護事業を委託することで、
引き続きDV被害者の安全確保を図
る。また、物資の提供をしてDV被害
者の生活支援を引き続き行ってい
く。

①DV被害者の緊急一時保護業務を民間事業
者に委託することにより、DV被害者の安全確保
及び被害者に対し柔軟に対応できるようにす
る。
②DV被害者の生活支援のため、民間シェル
ターに物資の提供をする。

男女共同参画
課

40 3 (6) ⑫ 20
外国人被害者の
ための通訳等の
支援

　外国人市民に対し、相談に関する情報提供を
行うとともに、必要な場合はＤＶ被害者に対する
通訳等の支援により、外国人ＤＶ被害者の安全
を確保する。
①「在住外国人のためのサポートデスク」の設
置　（八王子国際協会に委託）
②「語学ボランティア」の派遣等による通訳・翻
訳（八王子国際協会の事業）
③多文化共生推進課職員及び多文化共生推
進事業協力員の派遣等による通訳・翻訳
④外国人向け情報誌にDVに関する内容の掲
載

①「在住外国人のためのサポートデスク」における
DV相談（4件）
②DV被害者からの相談における「語学ボランティ
ア」の派遣等（1件）
③DV被害者からの相談における多文化共生推進
課職員及び多文化共生推進事業協力員の派遣等
（通訳0件）
④外国人向け情報誌にDVに関する内容を掲載
し、啓発に努めた。

- B 継続 -

　引き続き、相談窓口や通訳の派
遣体制を整える。また、言葉の問題
で情報が届きにくい外国人市民へ
周知に努める。

①「在住外国人のためのサポートデスク」にお
けるDV相談
②DV被害者からの相談における「語学ボラン
ティア」の派遣等
③DV被害者からの相談における多文化共生推
進課職員・多文化共生推進事業協力員の派遣
及びテレビ電話通訳用タブレットの活用等
④外国人向け情報誌にDVに関する内容を掲載

多文化共生推
進課

41 3 (6) ⑫ 20
外国人被害者の
ための通訳等の
支援

　関係機関と連携、協力して支援を行うことによ
り、外国人DV被害者の安全確保に取り組む。

①外国人向けの情報紙にDVと相談に関する情
報を掲載する。
②相談に関する案内が掲載されている男女共
同参画センターパンフレットについて、翻訳版を
用意しており、必要に応じて配布する。
③関連機関と連携し、DV講座を開催する。

①外国人向け情報誌「Ginkgo」に、DVと相談に関
する記事の掲載を依頼し、11月号に掲載した。
②相談に関する案内が掲載されている男女共同
参画センターパンフレットについて、翻訳版（英語、
中国語、ハングル語）を必要に応じて配布した。
③八王子国際協会主催の語学ボランティア研修会
にて、相談員1名を派遣し、語学ボランティアを対
象にDV講座を実施する予定だったが、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため研修会が中止となっ
た。

　男女共同参画センターパン
フレットの翻訳版について
は、八王子国際協会にも配
布し、必要な方に渡してもらう
よう依頼した。

B 継続 -

　外国人への対応には言葉の壁な
どの問題があり、支援の仕方につ
いても方法を工夫する必要がある。
引き続き関係機関と積極的に情報
共有を行いながら対応していく。

　関係機関と連携、協力して支援を行うことによ
り、外国人DV被害者の安全確保に取り組む。

①外国人向けの情報紙にDVと相談に関する情
報を掲載する。
②相談に関する案内が掲載されている男女共
同参画センターパンフレットについて、翻訳版を
用意しており、必要に応じて配布する。
③関連機関と連携し、DV講座を開催する。

男女共同参画
課

42 3 (6) ⑫ 21
住民基本台帳事
務における支援
措置

①ＤＶ、ストーカー等の加害者からの住民票や
戸籍の附票等の交付請求についてこれを拒む
ことにより、被害者の保護を図る。
②近隣自治体や警察等相談機関との情報交換
や連携を充実させ、事務の円滑な執行を図る。

①支援措置件数・支援対象者数
・本市への申出に基づく支援措置　　245件　486人
・他市からの通知に基づく支援措置　337件　607
人
②情報交換会及び連携会議
・近隣自治体による情報交換会　1回
・相談機関との連携会議　　　　　 1回

　相談・申出件数が増加して
いるため、確実な支援を維持
するべく相談記録を作成し、
担当内の連絡を密に行うよう
にした。

B 継続 -

　年々増加傾向にある支援申出に
係る相談・受付から住民票や戸籍
の附票の写しの請求拒絶に至るあ
らゆる場面で、的確な判断と正確な
事務処理を行うために、担当内で
情報共有を行い、研修の機会を設
ける。

　的確な判断と正確な事務処理を行うために、
市民課及び事務所の窓口担当職員向けの研
修を設ける。

市民課

43 3 (6) ⑫ 22
児童・生徒の安
全確保と就学に
関する支援

①ＤＶ被害者の子どもの就学に関する手続きに
ついての支援を実施及び被害者の子どもの情
報管理の徹底
②ＤＶ被害者の安全確保及び生活の安定のた
めの支援の実施

①ＤＶ被害により住民登録が行えない場合、居住
地を確認することで学校への就学手続きが行える
ように対応するとともに、「学齢簿システム」のフラ
グや備考欄に入力し、住所・氏名変更などについ
ての情報管理の徹底を図った。
②関係機関の紹介、就学援助制度の案内を行っ
た。

- B 継続 -

　引き続き、DV被害者の子どもの
就学に関する手続きについて支援
を行い、DV被害者とその子どもの
情報管理を徹底する。

①ＤＶ被害者の子どもの就学に関する手続きに
ついての支援を実施及び被害者の子どもの情
報管理の徹底
②ＤＶ被害者の安全確保及び生活の安定のた
めの支援の実施

教育支援課

44 3 (6) ⑬ 23
被害者の就労等
における支援の
実施

　DV被害者の自立を支援するために、講座を
通じて就業等様々な支援制度について情報提
供する。

　DV被害者を対象に就労等自立に向けた講座を
実施した。
講座数：6回連続講座　延べ参加者26名

　講座開催の対象者へチラシ
を配布する施設を増やしたと
ころ、参加者数の増加に効果
があった。

B 継続 -

　DV被害者支援講座は、周知方法
に制約があることや申込者の心身
状態により参加が困難になることか
ら、例年参加者が少数であるが、
自治体としては、被害者自身の人
生の再構築と再出発ができるよう
に支援していくことが求められてい
る。
　今後も支援が必要な方に、情報
が行き届くよう、引き続き周知方法
や講座内容を工夫していく。

　DV被害者の自立を支援するために、講座を
通じて就業等様々な支援制度について情報提
供する。

男女共同参画
課
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45 3 (6) ⑬ 23
被害者の就労等
における支援の
実施

　あらゆる社会資源を活用し、関係機関と協力
して、DV被害者の状況に応じた就労等の自立
に向けた支援や助言を行う。

　ＤＶ被害者の自立した生活に向けて、就労支援
員等による面談を行った。ハローワーク、NPO法
人、民間企業と連携して、個々の状況に応じた支
援メニューを選定し、就労に繋げ、自立を支援し
た。また避難先の相談機関と支援方針を共有し、
早期就労を実現した。

- B 継続 -

　被害者のおかれた個々の状況に
適切に対応できるよう、関係機関と
連携してさまざまな就労先を確保す
るとともに、自立支援に繋がる相
談・支援を行う。

　あらゆる社会資源を活用し、関係機関と協力
して、DV被害者の状況に応じた就労等の自立
に向けた支援や助言を行う。

生活自立支援
課

46 3 (6) ⑬ 23
被害者の就労等
における支援の
実施

　各関係機関と連携し、母子生活支援施設入
所や就労支援が必要なＤＶ被害者の把握に努
め、支援を行っていく。

　DV被害者の生活の安定を図るため、母子生活
支援施設の入所者やDV被害者に対して、自立に
向けた支援を行った。
・平成30年度（2018年度）からの継続入所者　ＤＶ
被害者　１世帯
・令和元年度（2019年度）入所者　DV被害者０世
帯

- B 継続 -

　引き続き、関係機関と連携し、母
子生活支援施設入所や就労支援
が必要なDV被害者に対して、自立
に向けた支援を行っていく。

　関係機関と連携し、母子生活支援施設入所
や就労支援が必要なDV被害者に対して、自立
に向けた支援を行っていく。

子育て支援課

47 3 (6) ⑬ 24

被害者の子育て
に関する手当支
給の手続きに対
する支援

　児童手当申請時においてDV被害者に対し、
児童扶養手当の遺棄及びDV保護命令による
申請の案内を行う。
　※遺棄：同居せず1年以上連絡がとれていな
いこと。

　31年度における遺棄による児童扶養手当申請者
4件
（支給要件が遺棄による受給者数　5件）
　31年度におけるDV保護命令による児童扶養手
当申請者　1件
（支給要件がDV保護命令による受給者数　2件）

- B 継続 -
　引き続き、支援相談窓口等と連携
を取りながら制度の周知を図る。

　児童手当申請時においてDV被害者に対し、
児童扶養手当の遺棄及びDV保護命令による
申請の案内を行う。

子育て支援課

48 3 (6) ⑬ 25

被害者の国民健
康保険加入等の
手続きに対する
支
援

　DV被害者の国民健康保険加入等の手続きに
ついて関係機関と連絡調整を行い、保険証の
交付及び医療機関等の受診に支障がないよう
支援することにより、ＤＶ被害者を適切に医療に
つなげる。
　また、情報連携による情報漏えいを防ぎ、DV
被害者の個人情報を保護する。

　関係機関との連絡調整や情報提供を行い、DV
被害者が適切な支援を受けられるような手続き等
を行った（11件）。
　また、国民健康保険システムにおいてDVフラグ
が表示された被害者に関して電話で問い合わせ
があった際や郵送でのやり取りが必要な際には、
各課と連携をして、個人情報を漏らさないように細
心の注意を払った。
　さらに、情報連携による個人情報漏えいを防止
するため、相談があった際は自動応答フラグや非
開示フラグを設定し対応した。

- B 継続 -

　今後もDV被害者が医療機関等の
受診に支障がないよう、保険証の
交付・関係機関との調整等を行い、
ＤＶ被害者を適切に医療につなげ
る。

　引き続き、DV被害者の国民健康保険加入等
の手続きについて関係機関と連絡調整を行い、
保険証の交付及び医療機関等の受診に支障
がないよう支援することにより、ＤＶ被害者を適
切に医療につなげる。
　また、情報連携による情報漏えいを防ぎ、DV
被害者の個人情報を保護する。

保険年金課

49 3 (6) ⑬ 26
被害者の住宅に
関する支援

　相談者の心情を理解できるように職員が庁内
研修等に積極的に参加し個々のスキルアップ
を図ると同時に、男女共同参画課や生活自立
支援課などの関係各所管に住宅確保につなが
る制度の周知を図る。
　また、相談者が必要とする業務の所管課を紹
介・案内するなど情報提供や相談のサポートを
行う。

　庁内研修に積極的に参加し担当職員のスキル
アップを図った。
また、男女共同参画課で作成しているDV被害者マ
ニュアルにJKKの一般向け募集の案内を加えるな
ど、広く制度の周知を図ることができるよう努め
た。

　住宅政策課で行っている
DV被害者への支援につい
て、他の所管にもわかりやす
いような情報の周知に努め
た。例えば、DV被害者につい
てはポイント方式によって加
点するような配慮等を詳しく
記載した。

B 継続 -

　DV被害者の支援に対する各職員
の意識向上の継続に努めるととも
に、被害者が住宅相談をしやすい
ように、相談窓口や制度について
普及啓発を図る。

　職員が相談者の心情を汲み取ることができる
ように庁内研修等に積極的に参加させる。ま
た、男女共同参画課や生活自立支援課などの
関係各所管と住宅に係る支援制度について情
報共有を図る。

住宅政策課

50 3 (6) ⑬ 27
保育所、学童保
育所等の入所に
関する支援

①ＤＶ被害者の自立や生活の安定を図るため、
ＤＶ被害者やその子への対応として、保育施設
の入所手続の相談に対して、情報提供や連絡
調整等の連携を関係機関と密にしたうえで、適
切な助言をするとともに適切な判断を行うため
の支援をする。
②対応にあたっては、安全に配慮するととも
に、情報管理や文書等の取扱いに十分配慮す
る。

①DV被害者やその子への対応として、保育施設
の入所手続の相談において、子ども家庭支援セン
ターや児童相談所と連絡を取り、情報提供や連絡
調整等において連携し、適切な判断をするための
助言を行った。
②対応する際には、個人情報の保護に十分配慮
した。

- B 継続 -

保育施設等の入所に関する手続に
おいて、今後もDV被害者やその子
への対応をする中で、様々な事案
に対応できるよう関係機関との連
携を密に図っていく。

①ＤＶ被害者の自立や生活の安定を図るため、
ＤＶ被害者やその子への対応として、保育施設
の入所手続の相談に対して、情報提供や連絡
調整等の連携を関係機関と密にしたうえで、適
切な助言をするとともに適切な判断を行うため
の支援をする。
②対応にあたっては、安全に配慮するととも
に、情報管理や文書等の取扱いに十分配慮す
る。

保育幼稚園課

51 3 (6) ⑬ 27
保育所、学童保
育所等の入所に
関する支援

　ＤＶ被害者の自立や生活の安定を支援するた
め、ＤＶ被害者が養育する子どもの学童保育所
の入所に関し、関係機関と連携し個人情報の
適切な取り扱いを行う。

　ＤＶ被害者の自立や生活の安定を支援するた
め、ＤＶ被害者が養育する子どもの学童保育所の
入所に関し、関係機関と連携し、個人情報の適切
な取り扱いを行い適切な支援が図られた。

- B 継続 -

　DV被害等があると申し出た申請
者が安心して子どもを預けられるよ
う個人情報の適切な取り扱いに努
め、ＤＶ被害者の自立や生活の安
定を支援する。

　引き続き、ＤＶ被害者の自立や生活の安定を
支援するため、ＤＶ被害者が養育する子どもの
学童保育所の入所に関し、関係機関と連携し
支援をしていく。

児童青少年課
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52 3 (6) ⑭ 28
配偶者暴力相談
支援センター機
能の検討

　配偶者からの暴力の防止及びDV被害者の保
護を図るため、東京都女性相談支援センター及
び警察署との連携を充実させるとともに、庁内
関係所管の支援内容を各所管が理解し、連携
して支援を行うことで配偶者暴力相談支援セン
ター機能を果たす。

DV被害者支援連絡会議（年1回）及びDV被害者支
援関係機関担当者会（年2回）を実施し、関係機関
相互の連携を図るとともに、具体的な支援内容に
ついての情報共有を行い、相互理解を深めた。
　また、DV相談業務など個別の案件では、男女共
同参画センターで相談業務を実施する職員から生
活自立支援課の婦人相談員や子ども家庭支援セ
ンターへ必要に応じて情報提供を行うなど、DV被
害者それぞれの事情に合わせ、適切な関係所管
と連携して対応を行った。

　DVと児童虐待を一体として
情報共有を行うことで、DV被
害者の保護だけでなく、子ど
ものケアにもつなげられるよ
うに相互に知識を深めた。

B 継続 -

　各会議での情報交換や関係機関
への情報提供により、DV被害者に
対する適切な支援につながってお
り、配偶者暴力相談支援センターと
しての機能を果たしていると言え
る。引き続き、各関係機関と積極的
に連携を図り、配偶者暴力相談支
援センター機能を果たすよう努めて
いく。

　配偶者からの暴力の防止及びDV被害者の保
護を図るため、東京都女性相談支援センター及
び警察署との連携を充実させるとともに、庁内
関係所管の支援内容を各所管が理解し、連携
して支援を行うことで配偶者暴力相談支援セン
ター機能を果たす。

男女共同参画
課

53 3 (7) ⑮ 29
警察・女性相談
センター等関係
機関との連携

　DＶ被害者の相談から自立に向けた切れ目の
ない支援を行うために、 関係機関と情報を共
有し、DV防止、早期発見、被害者の自立に向
けて連携を強化する。
①ＤＶ被害者支援連絡会議の実施
②DV被害者支援関係機関担当者会の実施
③相談業務に従事する職員を対象に実務的な
研修を実施する。

①DV被害者支援連絡会議（年1回）を実施した。
②DV被害者支援関係機関担当者会（年2回）を実
施した。
③男女共同参画センターで相談業務を実施する職
員と同センターが実施する専門相談業務の相談
員において、DV相談業務の実践的な内容につい
て情報提供及び意見交換を行うなど相互の理解を
深め、連携を強化した。

- B 継続 -

　各関係機関が支援内容について
相互理解を深めるとともに、情報を
共有することで、適切な連携を図る
ことができ、DV被害者への円滑な
支援につながっている。今後もDV
被害者支援連絡会議及びDV被害
者線関係機関担当者会議を継続
的に行い、関係機関の連携を強化
していく。

　DＶ被害者の相談から自立に向けた切れ目の
ない支援を行うために、 関係機関と情報を共
有し、DV防止、早期発見、被害者の自立に向
けて連携を強化する。
①DV被害者支援連絡会議の開催
②DV被害者支援関係機関担当者会の開催並
びに関係所管への情報提供及び情報共有
③相談業務に従事する職員を対象に実務的な
研修等の実施

男女共同参画
課

54 3 (7) ⑮ 30
ＤＶ 被害者支援
を行う民間団体
への支援

　DV被害者支援を行う民間団体への支援を行
うことで、ＤＶ被害者の状況に応じた切れ目の
ないきめ細かい対応を行う。
①ＤＶ被害者支援を行う民間団体への活動場
所を確保する。
②民間団体の活動内容の周知を行う。
③民間団体へDV被害者支援に関する東京都
からの情報を提供する。

①DV被害者支援団体に対し、年間を通じて活動
場所の提供を行った。（2団体　各月2回）
②DV被害者支援支援団体の活動内容を周知し
た。
方法：広報・センターだより・ぱれっとへの掲載、
カード配架、ポスター掲示
③DV被害者支援団体に対し、研修等の東京都か
らの情報を随時提供した。

- B 継続 -

　民間団体が安定したDV被害者の
支援をすることでDV被害者に対し
よりきめ細やかな対応が行われて
いる。官民協働により、DV被害者
の安全を保つため、民間団体へ活
動場所の提供や情報の周知を継
続して行っていく。

　DV被害者支援を行う民間団体への支援を行
うことで、ＤＶ被害者の状況に応じた切れ目の
ないきめ細かい対応を行う。
①ＤＶ被害者支援を行う民間団体への活動場
所を確保する。
②民間団体の活動内容の周知を行う。
③民間団体へDV被害者支援に関する東京都
からの情報を提供する。

男女共同参画
課

55 4 (8) ⑯ 31
女性のための相
談の実施及び関
係機関との連携

　さまざまな悩みや問題を抱えている女性が安
心して暮らしていけるよう、女性のための電話
による総合相談と専門の女性相談を実施する。

全相談件数　3,673件
（内訳）
・女性のための総合相談　3,212件
・女性のための専門相談　461件

- B 継続 -

　相談者が置かれている状況は、さ
まざまな悩みや問題が重なることで
より困難なものとなっている。引き
続き、電話での総合相談や専門相
談を実施し、相談者が安心して暮ら
していけるようきめ細やかな相談・
支援を行っていく。

　さまざまな悩みや問題を抱えている女性が安
心して暮らしていけるよう、女性のための電話
による総合相談と専門の女性相談を実施する。

男女共同参画
課

56 4 (8) ⑯ 31
女性のための相
談の実施及び関
係機関との連携

　さまざまな困難を抱えた女性が、安心して相
談できる場を提供し、女性が自らの意思で自立
生活を築いていけるよう、関係機関と連携して、
有益な情報の提供・助言を行う。

　生活に困窮した女性、あるいは生きづらさを抱え
た女性に対して早期相談の窓口を提供し、さまざ
まな困難を抱えた女性も安心して生活ができる地
域づくりのため、関係機関、団体等との連携を進
めた。

- B 継続 -

　さまざまな困難を抱えた女性に、
その尊厳を尊重し、より適切な支援
を寄り添いながら行えるよう努め、
そのためにさらに関係機関、地域と
の連携を進める。

　さまざまな困難を抱えた女性が、安心して相
談できる場を提供し、女性が自らの意思で自立
生活を築いていけるよう、関係機関と連携して、
有益な情報の提供・助言を行う。

生活自立支援
課

57 4 (8) ⑯ 31
女性のための相
談の実施及び関
係機関との連携

①さまざまな困難を抱えている女性に対して、
母子・父子自立支援員による相談を本庁舎及
び南口総合事務所で実施し、生活の自立に向
けた支援を行う。
②月に１回南口総合事務所において、「弁護士
による養育費などの法律相談」を実施し、弁護
士によるアドバイスを行い、安心して暮らせるよ
う支援する。

①相談回数合計3910回
（そのうち南口総合事務所における相談は毎月1
回実施し、9人の相談を受けた。）
②弁護士による養育費などの法律相談を毎月1回
合計４２人の相談をおこなった。

- B 継続 -

①困難を抱えている女性に対して、
相談を継続的に行い、自立に向け
た支援を行う。困ったことがあった
ら母子・父子自立支援員に相談が
つながるように、信頼関係を築いて
いく。
②法律相談は、希望者が多いた
め、月1回引き続き行っていき、相
談後は支援員がサポートしていくよ
うにする。

①引き続き困難を抱えている女性に対して、母
子・父子自立支援員による相談を本庁舎及び
南口総合事務所（月1回）で実施し、生活の自立
に向けた支援を行う。
②弁護士による養育費等の法律相談（月1回）
を南口総合事務所で実施し、弁護士によるアド
バイスを行い、安心して暮らせるよう支援する。

子育て支援課

58 4 (8) ⑰ 32

性暴力の防止及
び性暴力被害か
ら若年層を守る
ための意識啓発
と情報提供の充
実

　「アダルトビデオ出演強要問題」や「JKビジネ
ス問題」など、若年層を対象とした性暴力防止
のための意識啓発と情報提供を行う。

・性暴力防止に関する情報が掲載された資料の配
架
・ホームページにおいて「アダルトビデオ出演強
要」や「JKビジネス」、「性暴力・性犯罪」に関する
被害事例や相談窓口等の情報の掲載
・大学コンソーシアム八王子が発行している情報
誌「BIG WEST」に、性暴力救済センター・東京の情
報を掲載

- B 継続 -

　若年層を対象とした性暴力被害
の未然防止に向け、引き続き、意
識啓発や情報提供など積極的な働
きかけを行う。

　「アダルトビデオ出演強要問題」や「JKビジネ
ス問題」など、若年層を対象とした性暴力防止
のための意識啓発、また、性犯罪・性暴力被害
者支援として、ワンストップ支援センターについ
て情報提供を行う。

男女共同参画
課
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59 4 (8) ⑰ 32

性暴力の防止及
び性暴力被害か
ら若年層を守る
ための意識啓発
と情報提供の充
実

　都や警察署などから性暴力被害防止に繋が
ると考えられる情報提供があった場合に、青少
年の健全育成を担う関係団体に情報提供を行
うとともに、近年、性に関する事件のきっかけと
なっているＳＮＳの利用に関する注意喚起を行
う。
　また、青少年育成指導員が地域を夜間巡回
し、問題少年を発見した場合、非行・犯罪防止
のための声掛けを行う。

　警察署職員に青少年健全育成関係団体が募る
会議に参加してもらい、市内の犯罪（性犯罪を含
む）発生状況を説明してもらった（警察職員の会議
出席7回）。
　また、ＳＮＳの利用に関する注意喚起のための
リーフレットを作成し、学校を始め関係団体に配付
した（約48,000部）。
　さらに、青少年育成指導員が地域を夜間巡回
し、少年に非行・犯罪防止のための声掛けを行っ
た（市内37全中学校区）。

　文字・文章中心のリーフレッ
トから、レイアウト等を工夫
し、見やすいリーフレットに改
善した。

B 継続 -

　令和2年（2020年）4月27日付総合
経営部長・行財政改革部長依頼
「新型コロナウイルス感染症対策に
対応するための事業の精査につい
て」に基づく精査の対象事業であ
り、どういう形で継続をしていくかを
検討していく。

　性暴力被害防止に繋がると考えられる情報が
あれば、会議の場などを利用して青少年の健
全育成を担う関係団体に情報提供を行う。　ま
た、青少年育成指導員の地域巡回は、都知事
による外出自粛要請の期間外に実施する。

児童青少年課

60 4 (8) ⑰ 33

性の商品化やメ
ディアリテラシー
等についての意
識啓発

　性の商品化やメディアリテラシー（※）につい
て意識啓発のための講座等を実施する。

※メディアリテラシー：メディアの特性や利用方
法を理解し、適切な手段で自分の考えを他者に
伝達し、あるいはメディアに流れる情報を取捨
選択して活用する能力

①講座「母と娘で学ぶ　女の子のからだの変化と
月経のお話」外1講座　参加者80名
②講座「【親子で学ぶ】子どもとＳＮＳトラブル～
知っておこう！スマホ社会の現実と対応～」　参加
者14名

　性の商品化やメディアリテラ
シーについて、若年層に対し
て意識啓発を行うため、親子
で参加しやすい夏休み期間
中に講座の開催日を設定し
た。

B 継続 -

　親子を対象とした講座では女性
の保護者の参加が多く、男性の保
護者に対しても性の商品化やメディ
アリテラシーについて意識啓発を行
うため、すべての人が参加しやすい
休日に講座の開催日を設定する。

　性の商品化やメディアリテラシーについて意
識啓発のための講座等を実施する。

男女共同参画
課

61 4 (8) ⑰ 34

セクシュアル・ハ
ラスメント等防止
についての意識
啓発と情報提供

　セクシュアル・ハラスメント防止のための資料
を収集し、情報提供する。

①セクシュアル・ハラスメントについての情報が掲
載された資料の配架
②男女雇用平等セミナー「女性活躍のための法知
識とハラスメント対策」※東京都労働相談情報セン
ター八王子事務所共催　参加者のべ79名

- B 継続 -

　セクシュアル・ハラスメントはいま
だ無くならない課題であるため、継
続的に意識啓発と情報提供を行っ
ていく。

　セクシュアル・ハラスメント防止のための資料
を収集し、情報提供する。

男女共同参画
課

62 4 (8) ⑰ 34

セクシュアル・ハ
ラスメント等防止
についての意識
啓発と情報提供

①セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメ
ントを含むハラスメントの基礎知識を学び、その
問題の意味と本質を正しく認識するとともに、ハ
ラスメントのない職場環境を推進するために研
修を実施する。また、研修において性的マイノリ
ティについても周知する。
②本市に設置されているハラスメント相談窓口
及び苦情処理委員会についての役割を周知す
る。（特に非正規職員へのさらなる周知を図
る。）
③管理職を対象として、改めてハラスメント防止
に対する周知を行う。

①新任課長補佐・主査職対象ハラスメント防止研
修は、12月20日に実施し46名が受講した。一般職
対象は３月に実施予定であったが、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響により次年度に延期し
た。
・相談員相談受付件数　令和元年度（2019年度）
10件
②嘱託員及び臨時職員を含む職員の新規採用時
には、相談方法やハラスメント研修資料の内容を
周知している。
③管理職対象ハラスメント防止研修は、12月12日
に実施し、116名が受講した。

　管理職対象ハラスメント防
止研修は、今年度は外部講
師を招きおこなった。

B 継続 -

　ハラスメント相談窓口を周知する
ことは継続し、職場内でのラインケ
アの重要性についても、管理職を
中心として周知を行っていく。

※ラインケア：労働者と日常的に接
する管理監督者が、心の健康に関
して職場環境等の改善や労働者に
対する相談対応を行うもの。

　引き続き、職場におけるセクシュアルハラスメ
ント、マタニティハラスメントを含むハラスメント
防止に関する研修や情報提供を行う。
①職員へのハラスメント防止に向けた周知・啓
発eラーニングを用いた研修の実施。
②管理職への外部講師による研修の実施。
③相談窓口の周知や情報提供。　ハラスメント
相談員の育成を図り、相談体制の充実を図る。

安全衛生管理
課

63 4 (8) ⑱ 35
性的指向・性自
認 についての調
査・研究

　「同性パートナーシップ制度」についてをテー
マに、八王子市人権施策等推進連絡会議を開
催し、関連所管と情報共有及び研究・検討を
行っていく。

　4月に2回、人権施策等推進連絡会議を開催し、
各所管課における現状把握や課題の洗い出しを
行うとともに情報共有を図った。

　会議の意図・目的を明確に
するなどして関連所管からの
情報収集に努めた。

C 継続

　同性パートナーシップ制度
導入の可否については意見
が多様であり、調整に時間を
要する。

　国や都、他自治体の動向を注視
しながら調査・研究を進めていく。ま
た、地域での現状把握に努める。

　都や他自治体との会議、市民へのアンケート
（未定）などによる情報収集を行う。

総務課

64 4 (8) ⑱ 36

性的指向・性自
認についての意
識啓発と情報提
供

　性的指向・性自認など、性の多様性を尊重す
るための意識啓発と情報提供を行う。

①講演会「LGBT当事者が語る　多様な生き方や
暮らし方」　参加者46名
②LGBT電話相談を実施した。（相談件数　10件）

　LGBT電話相談を令和元年
5月より開始した。

A 継続 -
　相談者はさまざまな悩みや問題
を抱えているため、引き続き電話で
の相談を実施する。

　性的指向・性自認など、性の多様性を尊重す
るための意識啓発と情報提供を行う。
①LGBT電話相談の実施
②チラシの配架

男女共同参画
課

65 4 (8) ⑱ 36

性的指向・性自
認についての意
識啓発と情報提
供

　フラワーフェスティバルやいちょう祭りなど、市
内で行うイベントにおいてパートナーシップ制度
に関するチラシ・パンフレットを配布する。

　フラワーフェスティバル由木やいちょう祭りで啓発
チラシを配布したことで市民周知につながった。

　男女共同参画課において
LGBT相談を開始したため、
その周知チラシをあわせて配
布した。

B 継続 -
　引き続き、各種イベントにおいて
啓発チラシを配布し、市民周知を図
る。

　関連所管と連携し、各種イベントにおいて啓
発チラシを配布する。

総務課

66 4 (8) ⑱ 36

性的指向・性自
認についての意
識啓発と情報提
供

　担当所管が職員向けの研修等を実施する際
には、効果をより高めるため連携して取り組
む。

①東京都市町村職員研修所「人権啓発研修」
（テーマ：LGBT）受講者　29名
②男女共同参画課と総務課で実施したLGBT研修
のアンケート結果を情報共有し、研修に活用した。

- B 継続 -
　引き続き担当所管と連携して研修
実施に取り組む。

　引き続き、担当所管が職員向けの研修等を実
施する際には、効果をより高めるため連携して
取り組む。

職員課

67 5 (9) ⑲ 37
女性の健康づくり
に関する普及啓
発

　妊娠・出産と性にかかわる健康についての意
識啓発と情報提供を行うことにより、女性の性
の健康に関する理解を深める。

　講座「母と娘で学ぶ　女の子のからだの変化と月
経のお話」外1講座　参加者80名

　女性の性の健康について、
若年層に対して意識啓発を
行うため、親子で参加しやす
い夏休み期間中に講座の開
催日を設定した。

B 継続 -

　女性だけでなく男性に対しても女
性の性の健康に関する意識啓発を
行うため、就労している男性も参加
しやすい休日に講座の開催日を設
定する。

　妊娠・出産と性にかかわる健康についての意
識啓発と情報提供を行うことにより、女性の性
の健康に関する理解を深める。

男女共同参画
課

68 5 (9) ⑲ 37
女性の健康づくり
に関する普及啓
発

　5月の健康フェスタ・食育フェスタ、3月の女性
の健康週間等のイベントを通じて、女性特有の
疾病について普及啓発を行います。

・5月19日　健康フェスタ・食育フェスタ実施
　来場者：11,072名　女性を対象としたブース：４
ブース
・11月12日　がん予防・検診受診等普及啓発講座
を創価大学にて実施

・健康フェスタ・食育フェスタ
において出展団体の増加
・若い世代（大学生）に向けた
女性特有の疾病についての
普及啓発

A 継続 -

　より多くの市民に対して、女性の
健康づくりに関する普及啓発を行
う。
　特に若い世代に向けた女性特有
の疾病についての普及啓発、情報
発信を行う。

　5月の健康フェスタ・食育フェスタ（コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のため中止）、3月
の女性の健康週間等のイベントを通じて、女性
特有の疾病について普及啓発を行います。

健康政策課
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69 5 (9) ⑲ 37
女性の健康づくり
に関する普及啓
発

　女性特有のがんをはじめとした疾病について、予
防や検診、かかりつけ医の重要性、また、がんに
なっても慌てず冷静に対応できるよう、がん相談支
援センター等について普及啓発を行う。

①市民健康の日（ 5月20日）に実施する「健康フェス
タ・食育フェスタ」にブース出展。NPO法人ブレイブ
サークルから「大腸トンネル探検隊」をリースし、が
ん予防・がん検診の普及啓発を訴える。
②本市学園都市という特性を活かし、女性の健康を
テーマに各大学と連携し、講演会やイベントを企画。
若い世代へがんへの理解、がん検診の重要性・普
及啓発を図る。
③両中核病院に設置されたがん相談支援センター
と連携し、がん患者支援について、基礎自治体とし
て実施すべき支援を検討していく。

① 5月20日に実施した「健康フェスタ・食育フェス
タ」においてブース出展。「大腸トンネル探検隊」を
リースし、がん予防・がん検診の普及啓発を訴え
た。
②11月12日（火）、創価大学看護学部生を対象に
産婦人科医を招き、婦人科系疾患の正しい知識、
予防の重要性を伝える講座「未来つなげるいのち
のために～私が私のためにできること」を実施。
（参加者79名）
③東京医科大学八王子医療センター・山野美容芸
術短期大学と連携し、化粧等のアピアランス支援
を含めた講座を開催。（参加者30名）

※アピアランス：がんやがん治療による外見の変
化

③がん患者支援のため、初
めて、アピアランス支援を含
めた講演を実施。 A 継続 -

②若い世代に対するがん検診の普
及啓発の場の確保が難しい。健康
部健康政策課と連携しながら、新た
な展開を検討する。

・引き続き、がん検診、健康診査の受診率の向
上、また、がん検診の精密検査受診率90%（国
の目標値）の維持を目指し、疾病の早期発見・
早期治療による市民の健康増進に寄与する。
・がん予防の視点に加え、がん患者支援につい
ても、両中核病院に設置されたがん相談支援
センターと情報交換をする中で、基礎自治体と
して行うべき支援を検討していく。

成人健診課

70 5 (9) ⑲ 37
女性の健康づくり
に関する普及啓
発

　妊娠・出産・子どもの健診等のイベント時に母
自身の健康に関する情報提供や相談を行う。

①妊娠期の教育の際、母（及びパートナー）の
健診や生活習慣の改善の重要性を伝え、必要
に応じ健康相談を実施する。
②出生連絡カード、乳児医療証からの出生情
報をもとに、生後4か月までのあかちゃん訪問
の際、母の体調や気持ちに対する相談、身体
の変化や健康に関する情報提供を行う。産後う
つの予防と早期対応を行うため、母親に対して
質問用紙を用いたスクリーニングを段階的に進
めていく。
③乳幼児健診時に、特定健診およびがん検診
等の勧奨を行う。

①妊娠期の教育（パパママクラスほか）の際に、母
（及びパートナー）の健診の必要性や生活習慣の
改善等について説明した。（パパママクラス等参加
57回、1,321人）
②赤ちゃん訪問時に、産後うつ病質問票を令和元
年７月から1,589件行った。
③乳幼児健診時において、特定健診及びがん検
診の推奨を行い健康に過ごせるよう勧めた。 3～4
か月児・1歳6か月児・3歳児健診 216回、9,904人

　産後うつ病質問票を導入す
ることにより,母のホルモンバ
ランスが大きく変動する、産
後のメンタルの状況把握が
容易になった。必要な支援を
紹介したり、継続的なかかわ
りができるようになった。

B 継続 -

　女性特有の体の変化に応じた支
援を行う。特に、妊娠期や子育て期
における女性への健康支援を実施
していく。

　妊娠・出産・子どもの健診等のイベント時に母
自身の健康に関する情報提供や相談を行う。

①妊娠期の教育の際、母（及びパートナー）の
健診や生活習慣の改善の重要性を伝え、必要
に応じ健康相談を実施する。
②出生連絡カード、乳児医療証からの出生情
報をもとに、生後4か月までのあかちゃん訪問
の際、母の体調や気持ちに対する相談、身体
の変化や健康に関する情報提供を行う。産後う
つの予防と早期対応の充実を図るため、母親
に対して質問用紙を用いたスクリーニングを全
訪問で導入する。
③引き続き、乳幼児健診時に、集団でがん検診
等をすすめる。

保健福祉セン
ター（大横、東
浅川、南大
沢）

71 5 (9) ⑲ 38
女性の健康づくり
に関する支援

　女性特有の疾病を早期発見・早期治療に結
びつける健康診査・がん検診を実施する。

①5月17日　国・新たなステージに入ったがん検
診支援事業等によるがん検診無料クーポン券
約57,000通発送
②6～11月　がん検診受診勧奨、再勧奨を個別
通知を送付

①5月17日　がん検診無料クーポン券　女性36,261
通（男女合計59,625通）発送
②6～11月　がん検診受診勧奨、再勧奨を個別通
知を送付

胃がんエックス線検診　受診者（女性のみ）…
1,614人
胃がん内視鏡検診　受診者（女性のみ）…4,675人
肺がん検診　受診者（女性のみ）…13,846人
大腸がん　受診者（女性のみ）…31,228人
乳がん検診　受診者（女性のみ）…　12,261人
子宮頸がん検診　受診者（女性のみ）…19,339人
特定健康診査　受診者（女性のみ）…24,187人
18-39歳　受診者（女性のみ）…572人

　昨年度から実施した胃がん
内視鏡検診の対象年齢を拡
大。

A 継続 -

　平成30年度導入以降、受診者が
増加している胃内視鏡検査につい
ては、今年度の状況も確認しなが
ら、対象年齢の更なる拡大を検討
する。
　案内のデザインや文言をより、検
診受診に結びつくように改善してい
く。

・引き続き、がん検診、健康診査の受診率の向
上、また、がん検診の精密検査受診率90%（国
の目標値）の維持を目指し、疾病の早期発見・
早期治療による市民の健康増進に寄与する。

成人健診課

72 5 (9) ⑲ 38
女性の健康づくり
に関する支援

【特定不妊治療費助成】
　高額な医療費を要する特定不妊治療について、治
療に要する費用の一部を助成し、不妊に悩む夫婦
の経済的負担の軽減を図る。
【検査・検診の実施】
　性に関する検査や相談により健康支援を行う。

①エイズ・ピア・エデュケーターによるHIV・性感染症
の普及啓発
②HIV・性感染症の無料検査（毎水曜日）及び相談
（随時）
※エイズ・ピア・エデュケーター：同世代の若者に対
して普及啓発を行う大学生等。ＨＩＶ／エイズ及び性
感染症の予防や感染者への理解について対象者と
共に学び考える活動を保健所と一緒に行う。

【特定不妊治療費助成】
助成実人数　　H30　330人　　R1　357人
助成件数　 　　H30 535件　 　R1　604件
治療費助成金　H30　129,462,679円　R1　144,054,406円

【検査・検診の実施】
①学生天国や大学祭等において、エイズ・ピア・エデュ
ケーターによるHIV・性感染症の普及啓発を実施した。ま
た、感染症事業における健康教育の機会を通じ、HIV・性
感染症の普及啓発を実施した。
②HIV・性感染症検査の無料検査・相談を実施した。
　（令和元年度　HIV検査件数　1,347　件、相談　2,990　件
/年）
　※新型コロナウイルス感染症の影響による事業縮小の
ため
　　3月（4回分）は事業中止
　大学生に向けてSNSを活用した検査の周知を実施

【特定不妊治療費助成】
H31.4月から補助対象となる
夫婦の所得合計額を730万
円未満から905万円未満に変
更した。また、患者さんに対し
て、都独自の補助（不育症検
査）の紹介を行った。

検査について広く周知したほ
か、相談内容に丁寧に対応
し、必要時関係機関につなげ
た。

B 継続 -
　特定不妊治療費助成、検査・検診
の実施については継続して実施す
る。

【特定不妊治療費助成】
　高額な医療費を要する特定不妊治療について、治
療に要する費用の一部を助成し、不妊に悩む夫婦
の経済的負担の軽減を図る。
【検査・検診の実施】
　性に関する検査や相談により健康支援を行う。

①エイズ・ピア・エデュケーターによるHIV・性感染症
の普及啓発
②HIV・性感染症の無料検査（毎水曜日）及び相談
（随時）
※エイズ・ピア・エデュケーター：同世代の若者に対
して普及啓発を行う大学生等。ＨＩＶ／エイズ及び性
感染症の予防や感染者への理解について対象者と
共に学び考える活動を保健所と一緒に行う。

保健対策課

73 5 (9) ⑳ 39
学習指導要領に
基づいた適正な
性教育の実施

　各学校において学習指導要領の趣旨を踏ま
えた性教育を実施することで、児童・生徒が性
に関する正しい知識を得ることができるようにす
る。そのために、性教育の適正な実施につい
て、市立小・中学校に性教育の全体計画及び
年間指導計画の作成を義務付けさせ、児童・生
徒の発達段階に応じた指導を実施していく。

　学習指導要領の趣旨を踏まえた性教育を実施す
ることで、児童・生徒が性に関する正しい知識を得
ることができるようにするために、性教育の適正な
実施について、市立小・中学校に性教育の全体計
画及び年間指導計画の作成を義務付けさせ、児
童・生徒の発達段階に応じた指導を実施した。

　都の指導資料に基づいた
全体計画の作成を学校に依
頼した。

B 継続 -
　今後も性教育の全体計画、年間
指導計画に基づいた指導を継続し
て実施していく。

　各学校において学習指導要領の趣旨を踏ま
えた性教育を実施することで、児童・生徒が性
に関する正しい知識を得ることができるようにす
る。そのために、性教育の適正な実施につい
て、市立小・中学校に性教育の全体計画及び
年間指導計画の作成を義務付けさせ、児童・生
徒の発達段階に応じた指導を実施していく。

指導課
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74 5 (9) ⑳ 40

思春期からの 性
にかかわる健康
と妊娠・出産につ
いての意識啓発
と情報提供

　女性の体の仕組み、妊娠・出産や性被害予防
等の理解を深めるために意識啓発を行う。

①講座「母と娘で学ぶ　女の子のからだの変化と
月経のお話」　参加者80名
②講座「思春期の男の子のココロと身体の変化の
お話」（保護者対象）　参加者26名

　講座「思春期の男の子のコ
コロと身体の変化のお話」に
ついては、これまで開催日を
平日としていたが、より多くの
保護者の参加を促すために
土曜開催とした。

B 継続 -

　講座の開催日を休日に設定し、
保護者だけでなく、当事者である子
どもの参加も促していく。
　なお、さらなる意識啓発を進める
ため、男児を対象とした女性の体
の仕組みを学ぶ講座の開催を検討
する。

　女性の体の仕組み、妊娠・出産や性被害予防
等の理解を深めるために意識啓発を行う。

男女共同参画
課

75 5 (9) ⑳ 40

思春期からの 性
にかかわる健康
と妊娠・出産につ
いての意識啓発
と情報提供

　中学生が赤ちゃんやその家族とふれあう体験
の場を提供し、赤ちゃんのぬくもりを感じ、いの
ちの尊さや家族の絆の大切さを考え、次代の親
を育む取り組みを推進する。
・市内公立中学校に参加を呼びかけ、31校で実
施する予定である。

　市内公立中学校21校で実施した。
※令和元年度は31校で実施予定であったが、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、10校が
中止となった。

　赤ちゃんや妊婦さんのボラ
ンティア募集チラシやホーム
ページの内容更新を行い、よ
り多くのボランティアにご参加
いただいたことで、中学生に
対して、多くのふれあいの機
会を提供した。

B 継続 -

　今後も実施校数の拡大に努め、
より多くの中学生に、いのちの大切
さを学び、自尊感情を育む機会を
提供する。

　引き続き、実施を希望する公立中学校に対し
て、中学生が赤ちゃんやその家族、妊婦さんと
ふれあう機会を提供する。

子どものしあ
わせ課

76 5 (9) ㉑ 41

妊娠期から子育
て期までの切れ
目のない支援の
実施

　女性が生涯にわたる健康な生活を送るため
に、妊娠期から切れ目のない母子支援を行う。

①母子健康手帳交付時に、妊娠期から産後の
体の変化や相談先等、健康に関する情報を封
入した「親と子の保健バッグ」「親子の健康ガイ
ド」等を配布。
②保健師等の専門職が「妊婦面談」を実施。妊
娠、出産、育児等の相談、情報提供および要
フォロー者の早期支援。
③妊娠期の教育(パパママクラス(平日・休日)の
継続実施。
④H30.8～産後ケア事業開始。

①母子健康手帳交付時に「親と子の保健バッグ」
を配布して、健康に関する情報提供行った。　妊娠
届出数 3,217件。
②妊婦面談　2,548件（うち要支援者数 594人）
③妊娠期の講座（パパママクラス(平日・休日)、プ
レママ料理教室等）を実施した。57回
④産後ケア事業(訪問型) 368件

　妊娠期の教育では、血管年
齢測定や血圧測定を行い、
自分の健康への関心を高め
た。赤ちゃんが出産した後に
利用できる産後ケアに関して
も、妊娠期より説明し、必要
な方が利用できる環境を整る
ことができた。

B 継続 -

　体の変化が大きい、産後の支援
の充実を図ることで、充実し、女性
が生涯にわたり健康な生活が送れ
るよう支援する。

　女性が生涯にわたり健康な生活を送れるよ
う、妊娠期から切れ目のない母子支援を行う。

①母子健康手帳交付時に、妊娠期から産後の
体の変化や相談先等、健康に関する情報を封
入した「親と子の保健バッグ」「親子の健康ガイ
ド」等を配布。
②保健師等の専門職が「妊婦面談」を実施。妊
娠、出産、育児等の相談、情報提供および要
フォロー者の早期支援。
③妊娠期の教育(パパママクラス(平日・休日)の
継続実施。
④産後ケア事業の訪問型に加え、通所型およ
び宿泊型を開始する。

保健福祉セン
ター（大横、東
浅川、南大
沢）

77 5 (9) ㉑ 41

妊娠期から子育
て期までの切れ
目のない支援の
実施

　支援対象児童等について、関係所管と連携を
図り、適切な支援を行う。

　子ども家庭支援ネットワーク（要保護児童対策地
域協議会）の調整機関として、支援対象児童等に
ついて情報共有を図り、支援を行ってきた。
　代表者会議1回、実務者会議2回、地域ブロック
会議5回、地域ブロック会議中学校区分科会47
回、個別ケース検討会議200回、特手妊婦進行管
理会議36回

　中学校区分科会に関して
は、地域により、年2回開催
する中学校をが増やしたた
め、昨年よりも回数が増えて
いる。（H30年度開催数41回）

B 継続 -

　中学校区分科会については、こ
れまで概ね年1回の開催であった
が、関係機関の協力もあり、年2回
開催の中学校区が増えた。今後は
全中学校において年2回開催できる
よう検討していく。

　引き続き、関係機関と連携しながら、児童虐
待防止のため、情報共有を行い、支援対象児
童について支援を行っていく。

子ども家庭支
援センター

78 6 (10) ㉒ 42

ワーク・ライフ・バ
ランス及び女性
活躍を推進する
ための意識啓発
と情報提供

　市民への意識啓発と情報提供を様々な方法により
積極的に行うことにより、ワーク・ライフ・バランスに
ついての理解を深める。

①ワーク・ライフ・バランスの意識啓発のための講座
等を実施する。
②男性の育児参画を目的として、父親の育児休業
取得を勧めるリーフレットを作成し、母子手帳の交付
を申請した市民に配布している「親と子の保健バッ
グ」に同封することにより、出産を予定している市民
に直接配布する。
③「女と男のいきいきフォーラム八王子」開催時に、
ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供を行う。
④ホームページにおいて、ワーク・ライフ・バランス
の周知を行う。

①男女共同参画週間記念講演会「心をほぐすスト
レッチ～笑顔で明日を迎えるために～」（参加者
158名）
②父親も育児休業取得促進リーフレットを配布し
た。（400枚×12か月）
③第29回「女と男のいきいきフォーラム八王子」団
体企画として、
「働き方を賢く選ぶための、社会保険とお金のトリ
セツ」参加者20名
「パパと一緒にソーセージ作り」参加者12組
④ホームページにおいて、ワーク・ライフ・バランス
とは何かについて市民向けに周知を行った。

　講演会などの参加者の募
集については、広報はちおう
じやショッパー等への掲載を
利用して周知する場を広げ
た。

B 継続 -

　ワーク・ライフ・バランス及び女性
活躍推進に関する意識啓発や情報
提供を継続していくことが市民に広
く理解されることにつながるため、
今後も「男女共同参画週間」や「女
と男のいきいきフォーラム八王子」
の開催などのイベント等の機会を
通して周知していく。

　市民への意識啓発と情報提供を様々な方法により
積極的に行うことにより、ワーク・ライフ・バランスに
ついての理解を深める。

①ワーク・ライフ・バランスの意識啓発のための講座
等を実施する。
②男性の育児参画を目的として、父親の育児休業
取得を勧めるリーフレットを作成し、母子手帳の交付
を申請した市民に配布している「親と子の保健バッ
グ」に同封することにより、出産を予定している市民
に直接配布する。
③「女と男のいきいきフォーラム八王子」開催時に、
ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供を行う。
④ホームページにおいて、ワーク・ライフ・バランス
の周知を行う。

男女共同参画
課

79 6 (10) ㉓ 43

ワーク・ライフ・バ
ランス及び女性
活躍推進のため
の
関係法規等の周
知と意識啓発

　事業者に対して、労働関係法規等の周知と意
識啓発を行うことにより、ワーク・ライフ・バラン
スについての理解を深める。

①事業主や人事担当者を対象に、関係機関と
連携してワーク・ライフ・バランスの啓発を促す
セミナーを実施する。
②事業者向けワーク・ライフ・バランス啓発リー
フレットを作成し、配布する。

①男女雇用平等セミナー「女性活躍推進のための
法知識とハラスメント対策」延べ参加者79名
※東京都労働相談情報センター八王子事務所共
催
②はちおうじ就職ナビ掲載企業（296社）及び八王
子商工会議所会員企業（1,363社）へ、事業者向け
ワーク・ライフ・バランス啓発リーフレットを配布し
た。また、あわせて女性活躍推進法に関する情報
提供をし、一般事業主行動計画の策定を促した。

①の男女雇用平等セミナー
では、雇用者・人事労務担当
者を対象に、女性活躍推進
に関連の深い法令の知識に
ついて情報提供を行った。

B 継続 -

ワーク・ライフ・バランス及び女性活
躍推進のためには、事業者におけ
る自主的な取組が不可欠である。
事業者や人事労務担当による労働
者への配慮を欠かさないことを再
認識してもらうきっかけとなるよう、
引き続き関係所管との連携を図り、
女性活躍推進法に関する情報提供
を行っていく。

　事業者に対して、労働関係法規等の周知と意
識啓発を行うことにより、ワーク・ライフ・バラン
スについての理解を深める。

①事業主や人事担当者を対象に、関係機関と
連携してワーク・ライフ・バランスの啓発を促す
セミナーを実施する。
②事業者向けワーク・ライフ・バランス啓発リー
フレットを作成し、配布する。

男女共同参画
課

80 6 (10) ㉓ 43

ワーク・ライフ・バ
ランス及び女性
活躍推進のため
の
関係法規等の周
知と意識啓発

①東京都労働相談情報センターとの共催により
労働法制等に関するセミナーを実施する。
②Ｗebサイト「はちおうじ就職ナビ」等におい
て、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組
む企業の認定制度や助成金制度、相談窓口に
ついて周知を図る。

①事業主・労務担当者を対象に、最新の労働体制
や、男女ともに働きやすい職場づくりに関するセミ
ナーを実施。（６回、参加者492名）
②就職ナビを活用し、企業に対して随時情報提供
を行った。

- B 継続 -

　従業員が働く環境の整備につい
て、より多くの事業者に高い意識を
持ってもらうため、今後も継続的な
取り組みが必要である。

　新型コロナウィルス感染症の状況によるが、
①東京都労働相談情報センターとの共催によ
り、労働法制等に関するセミナーを実施する。
②Webサイト「はちおうじ就職ナビ」等において、
ワーク・ライフバランスに積極的に取り組む企
業の認定制度や助成金制度、相談窓口につい
て周知を図る。

産業政策課
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81 6 (10) ㉓ 44

ワーク・ライフ・バ
ランス及び女性
活躍を推進する
企業の紹介と支
援

　企業におけるワーク・ライフ・バランス及び女
性活躍を推進する企業を紹介する。

　性別を問わず、いきいきと活躍するための様々
な取組を行っている企業について、ホームページ
を活用し紹介した。

- B 継続 -

　関係機関と積極的に情報共有を
行い、仕事と子育ての両立支援に
取り組む企業や女性活躍を推進し
ている企業の情報を収集し紹介す
る。

　企業におけるワーク・ライフ・バランス及び女
性活躍を推進する企業を紹介する。

男女共同参画
課

82 6 (10) ㉓ 44

ワーク・ライフ・バ
ランス及び女性
活躍を推進する
企業の紹介と支
援

　子育て応援企業におけるワーク・ライフ・バラ
ンス推進の取り組みを市民に知ってもらうた
め、さまざまな媒体を活用して、取り組み内容を
紹介する。
　子育て応援企業の交流の場を設けて事業者
間で情報共有ができるようにし、ワーク・ライフ・
バランスの推進を図る。

　市のホームページや子育てガイドブックにおい
て、子育て応援企業におけるワーク・ライフ・バラン
ス支援の取り組みを紹介した。
　事業者間での情報共有・交流の場となる子育て
応援カフェを開催した。
・実施回数　2回
・参加団体数　24団体（延べ参加人数　31名）

　より広く市民に知ってもらう
ため。ホームページや子育て
ガイドブックだけでなく、広報
への連続掲載に向けて準備
を進めている。
　事業者間の連携強化のた
めの仕組みや共同開催イベ
ントについて情報交換を行っ
た。

B 継続 -

　引き続き、登録事業所数の拡充と
取り組み内容の周知を図り、働きな
がら子育てがしやすい環境の整備
を行っていく。

　子育て応援企業におけるワーク・ライフ・バラ
ンス推進の取り組みを市民に知ってもらうた
め、さまざまな媒体を活用して、取り組み内容を
紹介する。
　子育て応援企業の交流の場を設けて事業者
間で情報共有ができるようにし、ワーク・ライフ・
バランスの推進を図る。

子どものしあ
わせ課

83 6 (10) ㉓ 44

ワーク・ライフ・バ
ランス及び女性
活躍を推進する
企業の紹介と支
援

　「八王子市における総合評価方式の適用ガイ
ドライン（工事契約）」に基づき、今後も、「男女
共同参画の推進状況」を評価項目（選択項目）
としていくことで、ワーク・ライフ・バランス等推進
企業を推奨するとともに、意識啓発を図ってい
く。

　総合評価方式対象の案件に「男女共同参画の
推進状況」を評価項目（選択項目）として選択し、
ワーク・ライフ・バランス等推進企業の推奨を図っ
た。

総合評価案件：34案件中 ６件採用

- B 継続 -

　「八王子市における総合評価方
式の適用ガイドライン（工事契約）」
に基づき、今後も、「男女共同参画
の推進状況」を評価項目（選択項
目）としていくことで、ワーク・ライフ・
バランス等推進企業を推奨するとと
もに、意識啓発を図っていく。

　総合評価方式を採用する入札案件において
「男女共同参画の推進状況」を評価項目（選択
項目）として採用し、事業者へのワーク・ライフ・
バランスについての意識啓発を図る。

契約課

84 6 (10) ㉔ 45
職場における
ワーク・ライフ・バ
ランスの推進

　職場におけるワーク・ライフ・バランスを推進
するために、全所管に対し、ワーク・ライフ・バラ
ンス推進の取組を働きかける。

　全所管に対して、男女共同参画課で作成した
ワーク・ライフ・バランスを推進するための取組一
覧表を各職場に掲示して、ワーク・ライフ・バランス
の推進に取り組むよう働きかけた。

- B 継続 -

　各職場、職員のワーク・ライフ・バ
ランスの実現に向けた環境づくりの
ため、取組一覧表の掲示を継続的
に実施し、各職場の着実な意識改
革が進むように積極的に働きかけ
る。

　職場におけるワーク・ライフ・バランスを推進
するために、全所管に対し、ワーク・ライフ・バラ
ンス推進の取組を働きかける。

男女共同参画
課

85 6 (10) ㉔ 45
職場における
ワーク・ライフ・バ
ランスの推進

　市の安全衛生活動を行う７つの事業場ごと
に、半期ごとに所属のワークライフバランスの
推進目標達成状況の検証を行うことにより、行
政におけるワーク・ライフ・バランスの推進及び
意識向上を行う。

　令和元年度（2019年度）は、ワーク・ライフ・バランスの推進目
標を２つ定め、各所管共通目標とした。
(1)全職員が年次有給休暇を年間13日以上取る。(2)全職員の
年間時間外勤務時間数を360時間以内にする。
各事業場の達成率は以下の通り。
本庁舎等事業場　全51所管【(1)66％、15.6％　(2)86％、
62.7％】
福祉三部事業場　全21所管【(1)38.1％、0％　(2)66.7％、
47.6％】
子ども家庭部事業場　全7所管【(1)14％、71％　(2)43％、
28％】
環境二部事業場　全10所管【(1)70％、50％　(2)90％、80％】
水循環部事業場　全3所管【(1)0％、0％　(2)100％、100％】
都市建設四部事業場　全22所管【(1)50％、36％　(2)100％、
100％】
教育委員会事業場　全18所管【(1)11.11％、5.56％
(2)55.56％、55.56％】
※【】内数字は、前が上半期、後が年間の達成率

　(1)、(2)の共通目標は平成
30年度（2018年度）から３年
間継続して行う計画とし、取
組の定着を図った。

C 継続

　ここ数年は、時間外勤務時
間の削減により、取組成果が
見えていたが、令和元年度は
台風15号、１９号やデータセ
ンタートラブル、新型コロナウ
イルス感染症対策により、時
間外勤務時間が増加したた
め、目標の達成が困難であっ
た。

　引き続き、職員安全衛生委員会
において、共通目標、特に「全職員
が年次有給休暇を年間13日以上
取得する」の達成率が低いという課
題を認識し、各事業場単位での取
組につなげていく。

　市の安全衛生活動を行う７つの事業場ごと
に、半期ごとに所属のワークライフバランスの
推進目標達成状況の検証を行うことにより、行
政におけるワーク・ライフ・バランスの推進及び
意識向上を行う。

安全衛生管理
課

86 6 (10) ㉔ 46

育児休業及び介
護休暇制度の周
知と取得に向け
た職場の環境づ
くり

①育児休業及び介護休暇制度の周知と取得に
向けた職場の環境づくりを進めるため、若手女
性職員を対象にキャリアデザイン研修を実施す
る。
②全課で取り組むべき性別によらない職務分
担やワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取
組一覧表を周知する。

①「女性職員のためのキャリアデザイン研修（主事
編）」参加者28名
　 「女性職員のためのキャリアデザイン研修（主任
編）」参加者24名
②性別によらない職務分担やワーク・ライフ・バラ
ンスの推進に向けた取組一覧表を全課に周知し
た。

- B 継続 -

　職員の育児休業及び介護休業取
得の向上のため、各種制度の周知
を含む啓発研修を今後も継続して
いく。また、職場全体での取組が職
員の育児休業及び介護休業取得
への意識向上につながるため、引
き続き職場の環境づくりについて組
織全体で進めていく。

①育児休業及び介護休暇制度の周知と取得に
向けた職場の環境づくりを進めるため、若手女
性職員を対象にキャリアデザイン研修を実施す
る。
②全課で取り組むべき性別によらない職務分
担やワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取
組一覧表を周知する。

男女共同参画
課

87 6 (10) ㉔ 46

育児休業及び介
護休暇制度の周
知と取得に向け
た職場の環境づ
くり

　市の職員の育児休業・介護休暇取得を促進
し、ワーク・ライフ・バランス実現を支援する。

①育児休業明けにおける職員の不安を軽減す
るため、育児休業者復帰支援研修を実施する。
②育児休業者復帰支援研修への参加の意義
を伝え、参加率を高めていく。
③市男性職員の育児休業取得率を向上させ
る。（特定事業主行動計画の目標値：13％）
④すくすくサポートブックの改訂

①育児休業者復帰支援研修の実施
　例年3月に実施していたが、令和元年度について
は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、
開催は中止し、資料送付とした。対象者45名
②市男性職員の育児休業取得率の向上
　市男性職員育児休業取得率　40.4％（Ｈ30年度
23.8％）
③すくすくサポートブックの改訂
　最新の制度を反映した内容に改訂し、窓口等で
配布することで制度の更なる周知に努めた。

　新型コロナウイルス感染症
の影響により、育児休業者復
帰支援研修が開催できな
かったが、後日個別の質問
に対応し、丁寧な説明を行う
ことで復帰者の不安や疑問
の解消に努め、スムーズに職
場復帰できるようサポートし
た。

B 継続 -

　引き続き制度内容についての周
知を進めていくことはもちろん、男
性の育児休業取得率が増加傾向
にある中で、男性が育児休業に入
ることが少数ではなく、一般的であ
ることを周知していくことで、取得し
やすい職場環境や職員の意識醸
成に寄与し、相乗的に取得率の向
上に繋げていく。

　市の職員の育児休業・介護休暇取得を促進
し、ワーク・ライフ・バランス実現を支援する。

①育児休業明けにおける職員の不安を軽減す
るため、育児休業者復帰支援研修を実施する。
②育児休業者復帰支援研修への参加の意義
を伝え、参加率を高めていく。
③市男性職員の育児休業取得率を向上させ
る。（特定事業主行動計画の目標値：13％）
④すくすくサポートブックの改訂

労務課
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88 6 (11) ㉕ 47

男性に対する家
事・育児・介護に
関する知識習得
のた
めの講座等の実
施

　男性が家事・育児・介護等、家庭生活に積極
的に参画できるように、子育て世代や中高年の
男性を対象に具体的な知識や技術の習得がで
きる講座を実施する。

①講座「パパとつくろう！パラパラチャーハンとアツ
アツ餃子」　参加者40名
②講座「シルバーエイジを迎える男性の料理講座
男の腕まくり」　参加者のべ72名
③講座「男性のための介護講座～知っておきたい
介護のイロハ～」　参加者21名

　料理講座及び介護講座は、
就労している男性も参加しや
すい休日に講座の開催日を
設定した。

B 継続 -

　家事・育児・介護等の家庭生活に
おける男女共同参画を進めるた
め、講座等の継続的な実施を通し
て、男性が固定的性別役割分担意
識について考える契機をつくってい
く。

　男性が家事・育児・介護等、家庭生活に積極
的に参画できるように、子育て世代や中高年の
男性を対象に具体的な知識や技術の習得がで
きる講座を実施する。

男女共同参画
課

89 6 (11) ㉕ 47

男性に対する家
事・育児・介護に
関する知識習得
のた
めの講座等の実
施

　男性が育児など家庭生活に積極的に参画で
きるように、子育て世代の男性を対象に具体的
な知識や技術の習得ができる講座の実施や子
どもとのふれあいの機会を提供する。

　男性が育児など家庭生活においてその役割を主
体的に果たすことができるように、子育て世代の男
性を対象に具体的な知識や技術の習得ができる
講座の実施や遊びを通した育児参加の機会を提
供した。
・「講座（3講座　参加者97人）『親子でリトミック』」
外
・「遊びをとおした育児参加機会の提供（40回　参
加者625人）『パパといっしょ』」外

- B 継続 -

　仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の実現のための意識
づくりとして、男性に対する家庭生
活への参画のための知識習得の
推進となる講座などを実施してい
く。

　継続して、男性が育児など家庭生活に積極的
に参画できるように、子育て世代の男性を対象
に具体的な知識や技術の習得ができる講座の
実施や子どもとのふれあいの機会を提供する。

児童青少年課

90 6 (11) ㉕ 47

男性に対する家
事・育児・介護に
関する知識習得
のた
めの講座等の実
施

　男性の高齢者を対象に、料理教室を行う。
　男性が料理を覚えることで、同居人が介護が
必要な状態になっても自活して生活していける
ように生活力の向上と料理の知識や技能を地
域活動に活かす。

　第3期八王子市地域福祉計画にて整備を進める
地域福祉推進拠点で「男を磨く料理教室」（自主
サークル）を石川地区で定期的に実施。拠点石川
はこれに協力。延96人が参加。講師は八王子地域
活動栄養士会。

　昨年度より自主サークルに
よる運営

B 継続 -
　自主サークルの活動方針による。
拠点石川では引き続き協力を進め
る。

　自主サークルの活動方針による。拠点石川で
は引き続き協力を進める。

福祉政策課

91 6 (11) ㉕ 48

育児に参画する
ための妊娠期か
らの講座等の実
施

　妊娠期の教育等の機会を通じ、父親が育児
における役割を学び、主体的にかかわることが
できるよう意識向上を図る。

①妊娠届出時、父親ハンドブックを配付
②妊娠期の講座(パパママクラス)を開催。父親
が妊娠期から出産後までの女性の心と体の状
況について知り、家庭での子育てにおける役割
やその技術を学ぶ。
③グループワークを通じて地域における父親の
役割を参加者同士で考える機会を持つ。

①父親ハンドブックを妊娠届時、親と子の保健バッ
クと一緒に配付した。
②妊娠期の講座における父親の参加者数 460人
③パパママクラスでは、家庭内・地域での父親の
役割等を考えるグループワークを実施し、参加者
同士の交流を行った。

　より広く事業を知ってもらえ
るように、周知用ポスターの
内容を刷新した。

B 継続 -

　父親同士の地域での関わり方や
産後のイメージづくりを促すことで、
父親の育児参加への意識向上を
図る。

　妊娠期の教育等の機会を通じ、父親が育児
における役割を学び、主体的にかかわることが
できるよう意識向上を図る。

①妊娠届出時、父親ハンドブックを配付
②妊娠期の講座(パパママクラス)を開催。父親
が妊娠期から出産後までの女性の心と体の状
況について知り、家庭での子育てにおける役割
やその技術を学ぶ。
③グループワークを通じて地域における父親の
役割を参加者同士で考える機会を持つ。

保健福祉セン
ター（大横、東
浅川、南大
沢）

92 6 (11) ㉖ 49
地域活動への参
画を促すための
機会の提供

　地域活動のきっかけとなるよう企画された事
業において、地域の中で生きがいをもって生活
する気づきにつなげる。
● はちおうじ志民塾
・9月14日（土）の入塾式から2月22日（土）の卒
塾式まで計16回を開催する。

　地域活動への参加のきっかけとなるよう企画さ
れた事業において、地域の中で生きがいをもって
生活する気づきにつなげることができた。
●はちおうじ志民塾
・9月14日の入塾式から2月22日の卒塾式まで計
16回の講座を開催した。
・22名の卒塾生には、地域活動のきっかけとなる
ような講座を周知した。

　昨年度までは実行委員会
の活動紹介を講座に組み入
れていなかったが、市内には
八王子まつりやいちょう祭り
を始めとする、実行委員会形
式で実施されている行事等
が数多くあることから、市内で
実行委員会形式の行事等に
精通している方からの講座を
追加した。

B 継続 -

　男性の地域活動への参加きっか
けとなるよう、今後も講座の実施及
び地域活動団体の紹介を継続す
る。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の観点から、令和2年度（2020年度）の「はちお
うじ志民塾」と「お父さんお帰りなさいパー
ティー」については、定員を減らす、オンラインを
活用するなど、3密とならないよう従来とは形を
変えて実施する予定である。今後も市民活動支
援センターと連携し地域活動団体の情報提供
等を行い、市民に対して地域活動への参画の
機会を提供していく。

協働推進課

93 6 (11) ㉖ 49
地域活動への参
画を促すための
機会の提供

①「生涯学習コーディネーター養成講座」を開催
し、地域で生涯学習を支援する人材を養成こと
で地域活動への参画を促す機会を提供する。
②出前講座については、幅広く市民に周知し活
用を促す。

①市民の生涯学習活動を支援する人材を養成す
るために、「生涯学習コーディネーター養成講座」
を開催し、11名が受講し、9名が修了した。
②出前講座では136講座を展開し、出前講座冊子
も増刷するなど周知に努め、延べ205,539人の方
が受講した。

①昨年度の受講者アンケート
を参考に、時間配分の調整
や活動に結び付くような講義
内容に変更するなど、事業の
充実を図った。
②総講座数が3件増えたこと
により、提供できる講座の幅
が広がった。

B 継続 -

①講座を修了した受講者に、その
成果を活かせる場の紹介を行える
よう検討する。
②講座の内容を充実し、今後も市
民に地域での参画を促す分野の講
座を提供できるよう、努めていく。

①新型コロナウイルス感染症の感染状況を考
慮し、中止とする。
②新型コロナウイルス感染症の感染状況を考
慮しつつ、市民に多様な学びを提供する。

生涯学習政策
課

94 7 (12) ㉗ 50
保育所等の受け
入れ体制の充実

　安全な保育環境の確保及び保育の質の向上
を図るため、老朽化が進んでいる民間保育施
設の整備を行うことで、保護者が安心して働くこ
とができる環境を整備し、あわせて保育定員17
名分拡大する。
・認可保育所5園（新設1園、増改築等3園、分園
設置1園）の施設整備を行う。

　認可保育所4園（新設1園、増改築2園、大規模修
繕1園）の施設整備を行い、あわせて保育定員を
11名分拡大した。

　保育の質の向上のため、老
朽化した民間保育施設の整
備を中心に行った。

B 継続 -

　安全な保育環境の確保及び保育
の質の向上のため、老朽化した民
間保育施設の整備を行っていく。ま
た、質の高い幼児教育・保育サー
ビスの提供のため、認定こども園の
設置を促進する。

　安全な保育環境の確保及び保育の質の向上
を図るため、老朽化が進んでいる民間保育施
設等の整備を行うことで、保護者が安心して働
くことができる環境を整備する。
・認可保育所1園（大規模修繕1園）、認定こども
園2園の施設整備を行う。

子どものしあ
わせ課

95 7 (12) ㉗ 51
障害児保育、一
時保育、病児病
後児保育の充実

　障害児保育、一時保育、病児病後児保育の
充実を図ることにより、保護者が安心して子育
てをしながら働くことができる環境を整備する。
①一時保育及び病児・病後児保育室は、27年3
月に策定した子ども・子育て支援事業計画に基
づき拡充を図る。
②保育園・幼稚園において、気になる児童に対
して巡回発達相談を行うとともに、併せて障害
児への保育を実施する保育士への支援を行
う。
③市立千人保育園において土曜日の一時保育
を試行実施する。

①一時保育実施 25園、病児・病後児保育室4か所
②巡回発達相談実績　346回（認可保育所304回、
幼稚園42回）
③市立千人保育園において土曜日の一時保育を
試行実施。

②巡回発達相談の記録を保
護者がマイファイルに残せる
よう、巡回相談実施時に実施
日等を記載したシールを配布
した。

B 継続 -

　保護者が安心して子育てをしなが
ら働くことができるよう、保育サービ
スの充実を図っていく。
・市民ニーズを調査把握し施策へ
反映
・市立千人保育園において土曜日
の一時保育を試行実施の継続
・ＪＲ八王子駅周辺における、病児・
病後保育施設の開設

①現状の取組を継続する。
②フォローアップ相談の強化や発達障害児地
域支援講習会の実施により発達障害児支援の
取組の充実を図る。

保育幼稚園課
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96 7 (12) ㉗ 52
ファミリー・サ
ポート・センター
事業の実施

　保護者と子どもの生活の安定を図るため、地
域での育児の相互援助活動であるファミリーサ
ポート事業による子育て支援を行う。

①ＰＲ活動に力をいれ提供会員数の増加を図
る。
②依頼会員希望の方への説明会を毎月行う。
③保育士等の資格のない提供会員登録希望
者の講習会を年2回行う。
④平成28年度から対象児童の年齢拡大（小学
校4年生⇒6年生）。

①民生委員定例会等で、事業の説明と提供会員
の募集を行った。
②毎月１回説明会を行い会員数の増加を図った。
　　参加人数　282人。
③提供会員希望の方への講習会を3回（各3日間）
行った。
　　延べ参加人数　133人。
④対象児童の年齢拡大を実施（小学校4年生⇒6
年生）。
　　対象年齢（11・12歳）活動実績　81件。

　保育資格がない方も提供会
員になれる機会を増やすた
め、登録に必須のサポート講
習会（3日間）を年２回→３回
に増やした。

B 継続 -

①保育士等の資格のない提供会
員登録希望者の講習会を年2回以
上行う。
②子どもを預かる提供会員が不足
しており、新たな方法での周知を実
施する。
③地域住民による相互援助のボラ
ンティア活動である事業の趣旨を
機会を捉えて説明していく。

　
①ＰＲ活動に力をいれ提供会員数の増加を図
る。
②依頼会員希望の方への説明の機会を増や
す。
③保育士等の資格のない提供会員登録希望
者の講習会を年2回以上行う。

子ども家庭支
援センター

97 7 (12) ㉗ 53

子どものための
ショートステイ、ト
ワイライトステイ
の充実

　ショートステイやトワイライトステイを実施し、ラ
イフスタイルに合わせた保護者と子どもの生活
の安定を図る。
①ショートステイ（施設・家庭）、トワイライトステ
イの実施
②ショートステイ養育協力家庭事業の受託家庭
数増に向けたPR強化

①ショートステイ・トワイライトステイを実施し、保護
者と子どもの安定を図った。
ショートステイ実施件数851件
トワイライトステイ実施件数203件
②ショートステイ養育協力家庭募集のPRを行っ
た。
受託家庭数　5家庭

　養育協力家庭については、
PRの効果もあり、1家庭増
え、5家庭となった。

B 継続 -

　ショートステイ養育協力家庭の受
託者数増に向け、ファミリー・サ
ポート・センターの事業説明会、は
ちバスや北口通路の掲示板を利用
した事業のPR等周知を強化する。

　引き続き、ファミリー・サポート・センターの事
業説明会、はちバスや北口通路の掲示板を利
用し、PRするとともに、家庭的保育事業者にも
周知を図り、更にPRを強化する。

子ども家庭支
援センター

98 7 (12) ㉗ 54
学童保育所等の
受け入れ体制の
充実

　学童保育所等の受け入れ態勢を充実し、児
童の居場所を確保することにより子育て支援を
行う。
令和元年度は以下の学童を拡充予定。
第十小学童保育所第四クラブ、台町学童保育
所、みなみ野君田小学童保育所、別所学童保
育所

　施設の新築等により187名の定員を増員し、受け
入れ態勢の充実を図った。
第十小学童保育所第四クラブ（40人）、台町学童
保育所第三クラブ（40人）、みなみ野君田小学童保
育所第三クラブ（+57人）、別所学童保育所（+50
人）

- B 継続 -

　低学年児童等、放課後の適切な
居場所として学童保育所の必要性
が高い児童のために、施設の適正
配置に努めていく。

　今後も待機児童が多く発生する見込みのある
小学校区（第四小学同保育所）について施設整
備を実施し、学童保育所の受け入れ態勢を充
実し、児童の居場所を確保することにより子育
て支援を行う。

児童青少年課

99 7 (12) ㉗ 55
親子ふれあい広
場、親子つどい
の広場の充実

①「親子ふれあい広場」「親子つどいの広場」の
利用を通し、 養育に負担や困難を感じている
家庭について、助言及び支援を行う。
②広場スタッフにスキルアップ研修を実施し、広
場機能を充実させていく。

①「親子ふれあい広場」「親子つどいの広場」の利
用を通し、 養育に負担や困難を感じている家庭に
ついて、助言及び支援を行った。
　　親子つどいの広場利用者件数　55,229件
　　親子ふれあい広場利用者件数　62,952件
　　広場の相談件数　　6,643件
②研修は実施できなかったものの、感染予防対策
など広場機能の向上に努めた。

　親子ふれあい広場３か所
（館、元八王子、石川）を市民
団体に委託し、広場の体制を
充実させるとともに地域のつ
ながりを強化した。

B 継続 -

　概ね３歳未満の乳幼児とその保
護者が気軽に集い、相互の交流を
行う場所を設置することにより、子
育てについての相談、情報提供、
援助等ができる環境を整備し、地
域の子育て支援機能の充実を図
る。

①感染予防対策を行いながら安定した広場の
運営
②子育てに関わる相談の強化
③広場スタッフに対する研修の実施

子ども家庭支
援センター

100 7 (12) ㉗ 56
ひとり親家庭の
就労に向けた支
援の実施

　ひとり親家庭の生活の安定と社会的自立のた
め、生活や就労に対する不安を解消するため
の講座を実施する。

シングルマザー応援講座「シングルマザーのお金
の話」　参加者21名

　シングルマザーが活用でき
る制度や補助金についてを
重点的に講義した。特に、子
どもの学費について重点を置
き、各自が将来的に要する費
用の試算を行った。

B 継続 -

　昨年度までと比較して参加者が
増加し、満足度も95％と好評だった
ため、継続して講座を開催してい
く。また周知方法については、チラ
シやポスターを見て応募した方が
多かったため、より分かりやすい方
法を考えていく。

　ひとり親家庭の生活の安定と社会的自立のた
め、生活や就労に対する不安を解消するため
の講座を実施する。

男女共同参画
課

101 7 (12) ㉗ 56
ひとり親家庭の
就労に向けた支
援の実施

　経済的に厳しい状況に置かれることの多いひ
とり親家庭の母または父に対し、就労に向けた
事業を行い、生活安定と社会的自立を支援す
る。
①要支援者とともに生活課題の改善に向けた
支援計画策定を行う「母子・父子自立支援プロ
グラム策定等事業」により、ハローワーク等と連
携し就業相談・就業支援を行う。
②「母子家庭等就業・自立支援センター事業」
の中で、就職に必要な知識や技能の習得のた
め、就業講習会等を実施する。
③就職に向けた資格取得のため「母子家庭等
自立支援給付金事業」を実施し、自立に向けた
支援を行う。

　キャリアコンサルティング技能士2級の資格をもつ就業支
援専門員及び、八王子市就労生活相談窓口の専門員が、き
め細やかな就労支援を行った。
①ハローワーク等と連携した就労支援者。
９５名（うち「自立支援プログラム策定等事業」５４名）
②「母子家庭等就業・自立支援センター事業」の中で、就職
に必要な知識や技能の習得のため、パソコン講習会等を実
施した。
・セミナー８回開催１２１名参加
・パソコン講習会１４回開催９７名参加
③就職に向けた資格取得のため「母子家庭等自立支援給
付金事業」を実施し、自立に向けた支援を行った。
・高等職業訓練促進給付金支給者　２７名
・自立支援教育訓練給付金支給者　９名
・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業　０名
（広報はちおうじ・ホームページ・ひとり親家庭のしおりなどで
周知を図り、相談はあったが、利用に至らなかったため。）

　市の就業支援専門員の支
援に加えて、八王子駅北口
から徒歩5分の場所に、ひと
り親家庭のための八王子市
就労生活相談窓口を開設し、
相談から就労、定着まで一貫
した支援を行った。

B 継続 -

　ひとり親家庭の母または父に対
し、種々の就労支援事業について
更に周知を図ることで利用者を増
やし、自立支援を進めていく。
　一人ひとりにあったキャリアの形
成について助言したうえで、資格取
得の支援を行い生活の安定を図
る。

　経済的に厳しい状況に置かれることの多いひ
とり親家庭の母または父に対し、就労に向けた
事業を行い、生活安定と社会的自立を支援す
る。
①要支援者とともに生活課題の改善に向けた
支援計画策定を行う「母子・父子自立支援プロ
グラム策定等事業」により、ハローワーク等と連
携し就業相談・就業支援を行う。
②「母子家庭等就業・自立支援センター事業」
の中で、就職に必要な知識や技能の習得のた
め、就業講習会等を実施する。
③就職に向けた資格取得のため「母子家庭等
自立支援給付金事業」を実施し、自立に向けた
支援を行う。

子育て支援課
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102 7 (12) ㉗ 57
ひとり親家庭
ホームヘルパー
の派遣

①日常生活を営むのに著しく支障のあるひとり
親家庭に対し、ホームヘルパーの派遣を行うこ
とにより、生活の安定を支援する。
②制度について、広報・ホームページ・メールマ
ガジンでホームヘルプサービスの案内を掲載し
周知を強化する。
③アンケートを実施し、利用者の実態を把握す
る。
④利用者を増やす。

①日常生活を営むのに著しく支障のあるひとり親
家庭に対し、ホームヘルパーの派遣を行うことによ
り、生活の安定を支援した。
・利用世帯：21世帯
・派遣回数：571回
②ひとり親家庭ホームヘルパー派遣の制度につい
て、広報・ホームページ・メールマガジンで案内を
掲載し周知した。
③アンケートを実施し利用者の実態を調査した。
④対象を小学3年生以下の子がいる世帯から小学
6年生以下の子がいる世帯に拡充した。

- B 継続 -

　ひとり親家庭の相談の中で、ホー
ムヘルパー派遣の必要性を確認し
ながら、制度を周知し、利用を促し
ていく。

①日常生活を営むのに著しく支障のあるひとり
親家庭に対し、ホームヘルパーの派遣を行うこ
とにより、生活の安定を支援する。
②制度について、広報・ホームページ・メールマ
ガジンでホームヘルプサービスの案内を掲載し
周知を強化する。
③アンケートを実施し、利用者の実態を把握す
る。
④利用者を増やす。

子育て支援課

103 7 (12) ㉘ 58
介護に関する知
識の普及

　働く男女が安心して仕事と介護を両立できる
よう、介護に関する知識や技術の向上を図り、
介護への支援をするため、市内19か所の高齢
者あんしん相談センターにて、随時家族介護者
教室を継続実施する。（家庭で高齢者を介護し
ていくうえで、役に立つ介護や病気の知識、介
護保険や福祉サービスの利用の仕方などが学
ぶ。）

　高齢者あんしん相談センター運営事業として、家
族介護者教室を開催し、意識づくりを進めるととも
に、知識や技術の向上を図った。
　高齢者あんしん相談センター19か所で実施（延
べ　260回実施）

高齢者あんしん相談センター
を2か所増設した。

B 継続 -

　今後も、働く男女が安心して仕事
と介護を両立できるよう、高齢者あ
んしん相談センターにて、随時家族
介護者教室を継続実施し、介護に
関する知識や技術の向上を図って
いく。

　高齢者あんしん相談センター運営事業とし
て、家族介護者教室を開催し、意識づくりを進
めるとともに、知識や技術の向上を図る。

高齢者福祉課

104 7 (12) ㉘ 58
介護に関する知
識の普及

　介護に関する理解を深め、知識や技術の向
上を図るために、 「はちおうじの介護保険」パン
フレットを事務所や高齢者あんしん相談セン
ターなどに設置し、身近な地域で情報を手に入
れる体制を整え、介護保険制度の周知を図る。

　介護に関する理解を深め、知識や技術の向上を
図るために、 「はちおうじの介護保険」パンフレット
を事務所（14か所）や高齢者あんしん相談センター
（19か所）などに設置し、身近な地域で情報を手に
入れる体制を整え、介護保険制度の周知を図っ
た。

　引き続き、パンフレット作製
時は、イラスト・人物構成等で
性別で介護の役割が固定さ
れないよう気をつけ、性別に
よらない職務分担になるよう
努めた。

B 継続 -

　介護離職等が問題視される中、
介護と仕事を両立していくため、介
護サービスが必要となった方が、ス
ムーズに利用することが出来るよ
う、引き続き介護保険制度の周知
を図っていくことが必要である。引
き続き、「はちおうじの介護保険」パ
ンフレットを事務所や高齢者あんし
ん相談センターなどに設置し、身近
な地域で情報を手に入れる体制を
整え、介護保険制度の周知を図
る。

　介護に関する理解を深め、知識や技術の向
上を図るために、 「はちおうじの介護保険」パン
フレットを事務所や高齢者あんしん相談セン
ターなどに設置し、身近な地域で情報を手に入
れる体制を整え、介護保険制度の周知を図る。
（事務所　14か所、高齢者あんしん相談セン
ター　19か所（令和2年度新たに2か所開設予
定）にて配布）

介護保険課

105 7 (12) ㉘ 59

高齢者、障害者
のためのショート
ステイ、緊急一時
保
護の実施

　介護者の疾病や冠婚葬祭等、一時的に介護
が困難な状況となった場合に、ショートステイや
緊急一時保護により、高齢者と家族の生活の
安定を図り、介護者の負担を軽減、支援をする
ための環境整備に努める。

①生活支援ショートステイ事業の実施
13件／549日
②緊急一時保護事業の実施
4件／15日
③老人福祉法に基づく権限行使（措置）
26件／5,570日

　ショートステイや緊急一時
保護の実施により、高齢者の
いる家族において生活の安
定が図られ、介護に携わる家
族等の負担が軽減された。

B 継続 -

・高齢者の緊急一時保護事業の実
施
・介護者の疾病や冠婚葬祭等、一
時的に介護が困難な状況となった
場合の生活支援ショートステイの実
施
・老人福祉法の規定に基づく権限
行使による措置としての利用

介護者の疾病や冠婚葬祭等、一時的に介護が
困難な状況となった場合に、ショートステイや緊
急一時保護により、高齢者と家族の生活の安
定を図り、介護者の負担を軽減、支援をするた
め、また法律に基づく措置が行える環境整備に
努める。
・緊急一時保護事業の実施
・生活支援ショートステイの実施
・必要に応じた老人福祉法の規定に基づく権限
行使による措置

高齢者福祉課

106 7 (12) ㉘ 59

高齢者、障害者
のためのショート
ステイ、緊急一時
保
護の実施

　認定短期入所や緊急一時家庭保護等によ
り、障害者(児)と家族の生活の安定を図り、介
護者の負担を軽減する。

　介護者の負担軽減のため、各種サービスを活用
した。
・短期入所　164人（計22,069日）
・認定短期入所　37人（計588日）
・日中一時支援　184人（計30,229時間）
・在宅緊急一時保護　85人（計1,739日）
・島田療育センター緊急一時保護　33人（計63日）

- B 継続 -

　障害者(児)と家族のニーズを積極
的に把握し、適切に障害福祉サー
ビス等を提案、活用することで、介
護者の負担を軽減するとともに、本
人及び家族の生活の安定を図る。

　今年度同様、短期入所や緊急一時保護等に
より、障害者(児)と家族の生活の安定を図り、
介護者の負担を軽減する。

障害者福祉課

107 7 (12) ㉘ 60
自立支援及び介
護予防の促進

　介護保険の要支援認定者等を対象に平成29
年度から実施した、専門職が短期間（3～6カ月
程度）で集中的に行う通所型の介護予防サー
ビスの新たな実施方法を令和２年（2020年度）
に向けて検討する。
　また、医療機関、柔道整復師会、スポーツクラ
ブによる一般介護予防の教室を実施する。

　高齢者の自立支援を目的とした通所型介護予防
サービスを構築した。（R2年度サービス提供開始）
　また、医療機関、柔道整復師会、スポーツクラブ
による一般介護予防の教室を開催した。（延べ344
回、3,235人参加）

　高齢者の自立した生活及び
その定着を支援するための
新たな介護予防サービスを
構築（通所型短期集中予防
サービス）し、自立支援の基
盤を強化した。

B
見直し
（改善）

　自立支援及び介護予防事
業の推進を図るため。

　多様化する生活課題とニーズに
対応するため、介護予防活動の充
実と定着を目的とした取り組みを強
化する。（セルフマネジメントの推
進）

・通所型短期集中予防サービスによる自立支
援の促進
・一般介護予防事業の充実
・高齢者の社会参加を促進する多様な主体と
の連携事業推進（民間企業や大学も含めた社
会資源の充実）
・外部専門機関の協力による介護予防事業の
評価

高齢者いきい
き課

108 7 (12) ㉘ 60
自立支援及び介
護予防の促進

　高齢者が要介護状態とならず自立した生活が
送れるよう、介護予防の意識づくりを進めると
共に、健康を維持するための支援を行うため
に、市内1719か所の高齢者あんしん相談セン
ターで、介護予防教室を継続実施する。（高齢
者の方々が、寝たきりにならず自宅でいつまで
も元気で暮らせるための教室で、体操や音楽、
レクリエーションなどのプログラムを行う。）

　高齢者あんしん相談センター運営事業として、介
護予防教室を開催し、意識作りを進めるとともに、
知識や技術の向上を図った。
　高齢者あんしん相談センター19箇所で実施（延
べ　1,180回実施）

　高齢者あんしん相談セン
ターを2か所増設した。

B 継続 -

　今後も、高齢者が要介護状態とな
らず自立した生活が送れるよう、介
護予防の意識づくりを進めるととも
に、高齢者あんしん相談センターに
て介護予防教室を継続実施し、高
齢者が健康を維持するための支援
を行っていく。

　高齢者あんしん相談センター運営事業とし
て、介護予防教室を開催し、意識作りを進める
とともに、知識や技術の向上を図る。

高齢者福祉課
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109 7 (12) ㉘ 60
自立支援及び介
護予防の促進

　要介護・要支援者にならず、健康的な生活を
送るための意識啓発を図る。
①フレイル予防や要介護・要支援状態にならな
いための運動等を実践する介護予防教室を実
施する。
②高齢期の健康づくりに関する情報提供の場と
して講座、講演会を実施する
③「八王子けんこう体操」及びその体操を収録
したDVDの活用の周知を行う
④健康づくりサポーターへのフォローアップを実
施し、地域での健康づくりの取り組みを推進す
る

※フレイル：老化に伴う種々の機能低下（予備
能力の低下）を基盤とし、多様に出現する機能
障害に対する脆弱性が増加している状態

①要介護・要支援状態にならないように、介護予
防教室を実施した。 145回、利用者数3,027人
②高齢期の健康づくりに関する情報提供の場とし
て、講座・講演会等を実施した。 28回、利用者数
1,041人
③市民や地域サロン等に対して、「八王子けんこう
体操」のDVDの配布や貸出を行った。　配布数；
603　貸し出し数；433
④健康づくりサポーターのスキルアップのため、
フォローアップ講座を行った。 15回、利用者数328
人

　フレイルの概念を市民に広
く伝えるとともに、介護予防の
観点からも運動・栄養・口腔・
社会面などの4つの要素を、
外部講師を含めながら所内
専門職種（保健師・栄養士・
歯科衛生士）で生活に根差し
た内容でアプローチをかける
ことができた。

B 継続 -
　要介護・要支援者にならず、健康
的な生活を送るための意識啓発を
図る。

　要介護・要支援者にならず、健康的な生活を
送るための意識啓発を図る。
①フレイル予防や要介護・要支援状態にならな
いための運動等を実践する介護予防教室を実
施する。
②高齢期の健康づくりに関する情報提供の場と
して講座、講演会を実施する。
③「八王子けんこう体操」及びその体操を収録
したDVDの活用の周知を行う。
④健康づくりサポーターへのフォローアップを実
施し、地域での健康づくりの取り組みを推進す
る。

保健福祉セン
ター（大横、東
浅川、南大
沢）

110 7 (12) ㉙ 61
就労支援のため
の講座等の実施
と情報提供

　出産・子育て、介護等のために離職した女性
向けに講座の実施と情報提供を行うことにより
再就職につながる知識の習得や意識向上を図
る。

講座「女性再就職サポートプログラムin八王子第1
回　再就職パソコンスキルアップコース」外6講座
参加者326名

　ハローワーク八王子や東京
しごとセンター多摩と連携し、
再就職につながる講座の実
施や情報提供を行った。

B 継続 -

　女性に対する就労支援を充実す
るため、今後も継続して講座の実
施及び情報提供を行っていく。講座
においては、エクセルやワードなど
の実習を行い、実用的な技術の習
得を目指していく。

　出産・子育て、介護等のために離職した女性
向けに講座の実施と情報提供を行うことにより
再就職につながる知識の習得や意識向上を図
る。

男女共同参画
課

111 7 (12) ㉙ 61
就労支援のため
の講座等の実施
と情報提供

　ハローワーク八王子（八王子しごと情報館マ
ザーズコーナー）との共催により、出産・育児・
介護等のために離職した方や、仕事と家庭の
両立をめざす方に対し、就業に関する知識の習
得支援や、就職に結びつく支援を行う。

①パートタイムセミナー
②パソコン講習会
③就職面接会

①パートタイムセミナー　３回、参加者130名、託児
利用９名
②パソコン講習会　１回（全３日）、募集10名、参加
９名、託児利用６名
③就職面接会　1回、企業５社、求職者30名、採用
8名、託児利用６名

- B 継続 -
　今後も、求職者と企業両者のニー
ズに合うマッチングイベントを継続
的に実施する。

　新型コロナウィルス感染症の状況によるが、
ハローワーク八王子（八王子しごと情報館マ
ザーズコーナー）との共催により、出産・育児・
介護等のために離職した方や、仕事と家庭の
両立をめざす方に対し、就業に関する知識の習
得支援や就職に結びつく支援を行う。
①パートタイムセミナー　②パソコン講習会　③
就職面接会

産業政策課

112 7 (12) ㉙ 62
女性の起業への
支援

　多様な働き方の一つである起業をめざす女性
を支援すため、起業に役立つ知識習得や情報
提供を行う講座を実施する。

講座「女性のための小さな起業セミナー」　参加者
のべ56名

　講座ではグループワークを
多く取り入れ、受講者同士の
交流・情報提供を促進した。

B 継続 -

　女性の起業を支援するため、今
後も継続して講座を実施する。な
お、さらなる支援として、講座参加
者に対して自主活動グループの結
成を促し、ネットワークづくりを図
る。

　多様な働き方の一つである起業をめざす女性
を支援するため、起業に役立つ知識習得や情
報提供を行う講座を実施する。

男女共同参画
課

113 7 (12) ㉙ 62
女性の起業への
支援

　創業を担当している企業支援課と連携して、
起業を目指している女性に対して、低利融資の
あっせんを行い、融資に伴う信用保証料の補
助、利子補給を行う。

　創業支援資金融資件数74件中、女性創業者が
10件
（信用保証料の補助10件、利子補給10件）

- B 継続 -
　引き続き、創業を担当している企
業支援課と連携し、女性の起業を
支援する。

　創業を担当している企業支援課と連携して、
起業を目指している女性に対して、低利融資の
あっせんを行い、融資に伴う信用保証料の補
助、利子補給を行う。

産業政策課

114 7 (12) ㉙ 62
女性の起業への
支援

　創業塾等により、起業をめざす女性に対する
支援を行う。
①創業支援全般の取り組みとして、市・商工会
議所・サイバーシルクロード八王子・多摩信用
金庫・日本政策金融公庫が共同で、各々の創
業支援メニューをワンストップで提供する「起業
家応援プロジェクト八王子」を運営。その事業の
一環として「八王子創業スクール」を昨年度に
引き続き実施する予定。
②参加対象を創業（プチ創業）へ向けて一歩踏
み出そうとしている未創業の女性のみに絞った
「女性のための創業セミナー」を実施する予定。

①八王子創業スクール
　　開催時期：8月～9月　参加者：9名　うち女性4
名

②女性のための創業セミナー　2回開催
　　・第1回
　　　開催時期：4月～6月　参加者9名
　　・第2回
　　　開催時期：1月～2月　参加者13名

　いずれの創業セミナーも、
2018年度は平日に実施して
いたが、より多くの方が参加
いただくことを目的に、2019
年度の八王子創業スクール、
1月開催の女性のための創
業セミナーは、土曜日の午前
に開催した。

B 継続 -

　八王子創業スクールにおいては、
女性の参加が半数を下回った一方
で、女性のための創業セミナーにお
いては、2018年度に引き続き定員
を超える申込があったため、女性
の起業に対する関心が高いことが
伺えたことから、今後も女性を対象
とした起業支援を継続し、多様な働
き方の促進を図る。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の観点から、2020年度における八王子創業ス
クール及び女性のための創業セミナーの実施
は、未定である。

企業支援課

115 7 (12) ㉙ 63
八王子しごと情
報館での情報提
供と就労支援

　子育て中の女性が八王子しごと情報館で求
職活動をする際に、「ほっとタイムサービス」内
での託児を行い、安心して求職活動できるよう
に支援する。

子育て中の女性で八王子しごと情報館で求職活
動をする際に「ほっとタイムサービス」を利用した人
数　のべ28名

- B 継続 -

　子育て中の女性がより安心して
求職活動ができるよう、「ほっとタイ
ムサービス」の周知を図りながら、
八王子しごと情報館で求職活動を
する女性の託児を継続して行って
いく。

　子育て中の女性が八王子しごと情報館で求
職活動をする際に、「ほっとタイムサービス」内
での託児を行い、安心して求職活動できるよう
に支援する。

男女共同参画
課

116 7 (12) ㉙ 63
八王子しごと情
報館での情報提
供と就労支援

　市ホームページや女性の集まる場所におい
て、八王子しごと情報館のマザーズコーナーを
周知し、利用促進を図る。

　各種イベント開催時や市HP等を活用して、マ
ザーズコーナーの周知を図るとともに、マザーズ
コーナー利用者に対し、ハローワーク八王子との
協働により就職支援を行った。

- B 継続 -
　子育て中の方の就職を支援する
ため、継続してマザーズコーナーの
利用促進を図っていく。

　市ホームページや女性の集まる場所におい
て、八王子しごと情報館のマザーズコーナーを
周知し、利用促進を図る。

産業政策課

仕
事
と
生
活
の
調
和

（
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

）
が
実
現
し

、
男
女
が
安
心
し
て

、
い
き
い
き
と
生
活
で
き
る
社
会

め
ざ
す
姿
３

17 / 18 ページ



令和元年度（2019年度）所管課自己評価一覧 参考資料

番
号

め
ざ
す
姿

重
点
課
題

施
策

施
策
の
方
向

取
組
番
号

取組名 取組内容 取組実績・効果 昨年度からの変更点・工夫点
所管課

自己評価
今後の
方向性

理由 今後の展開 次年度の取組予定 所管課

117 7 (12) ㉚ 64
女性の就業継続
やキャリア形成
の促進への支援

　八王子学園都市大学「いちょう塾」において、
女性の就業支援やキャリア形成を促進するた
めの講座を提供する。
　そのために、大学コンソーシアム八王子加盟
校に講座提供を依頼するとともに、各加盟校に
受講者にわかりやすいタイトル付けの依頼を行
うなど、受講者数の確保に向けた取り組みを行
う。

　八王子学園都市大学「いちょう塾」において、ITに
関する講座や語学に関する講座など、女性の就業
支援やキャリア形成を促進するための講座を実施
した。
《例》
情報・コンピュータ分野：7講座開講／308講座
教育・心理・言語・コミュニケーション分野：34講座
開講／308講座

- B 継続 -

　大学コンソーシアム八王子加盟
校に対する八王子学園都市大学
「いちょう塾」への科目提供依頼に
おいて、今後も女性の就業支援や
キャリア形成を促進するための講
座の提供を依頼していく。
　併せて、各加盟校に受講者にわ
かりやすいタイトルを付すよう依頼
し、受講者の拡大につなげていく。

　八王子学園都市大学「いちょう塾」において、
女性の就業支援やキャリア形成を促進するた
めの講座を提供する。
　そのために、大学コンソーシアム八王子加盟
校に講座提供を依頼するとともに、各加盟校に
受講者にわかりやすいタイトル付けの依頼を行
うなど、受講者数の確保に向けた取り組みを行
う。

学園都市文化
課

118 7 (12) ㉚ 64
女性の就業継続
やキャリア形成
の促進への支援

　働いている女性向けにスキルの向上やキャリ
ア形成を促すための講座の実施と情報提供を
行うことにより、今後も働き続けたいというモチ
ベーションの向上を図る。

講座「女性のためのキャリアアップ講座～なりたい
自分へステップアップ！～」　参加者7名

　就労している女性が参加し
やすい平日の夜間に講座の
開催日を設定した。

B 継続 -

　キャリア形成だけでなく、就業継
続のためのスキルアップを図る講
座を継続して実施する。また、就労
している女性に直接情報が届くよ
う、関係所管と連携して市内企業に
周知を行う。

　働いている女性向けにスキルの向上やキャリ
ア形成を促すための講座の実施と情報提供を
行うことにより、今後も働き続けたいというモチ
ベーションの向上を図る。

男女共同参画
課

119 7 (12) ㉚ 64
女性の就業継続
やキャリア形成
の促進への支援

①東京都労働相談情報センターとの共催により
労働法制等に関するセミナーを実施する。
②市ホームページや各種チラシ等を通じ、女性
の就業継続やキャリア形成に役立つセミナーや
各種イベント情報の周知を図る。

①労働者を対象に、最新の労働法制やハラスメン
トなどに関するセミナーを実施した。（２回、参加者
130名）
②随時情報提供を行った。

- B 継続 -

　女性の就業継続・キャリア形成に
関し、継続的に情報提供を図りな
がら、労働法制に関しても、法改
正・制度改正に合わせ、常に最新
の情報を労働者に提供していく。

①東京都労働相談情報センターとの共催により
労働法制等に関するセミナーを実施する。
②市ホームページや各種チラシ等を通じ、女性
の就業継続やキャリア形成に役立つセミナーや
各種イベント情報の周知を図る。

産業政策課
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